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はじめに 

 

今日、国の内外において、地震や台風、集中豪雨等の自然災害のみならず、大規模な事故や

事件、あるいは感染症による重篤な健康被害や口蹄疫をはじめとした家畜伝染病、さらには同

時多発テロなど多岐に及ぶ危機事象が相次いでいます。 

一方、本町においても、今後いつ、いかなる不測の事態が起きないとも限りません。 

また、町民に直接的な被害が及ぶ事象ばかりでなく、個人情報の流出などは、町民生活や適

正な行政運営に与える影響は計り知れません。 

このようなことから、これまで、日常業務における危機の発生を未然に防ぎ、万が一発生し

た場合の的確、迅速な対処を図るために、災害発生に備えた「最上町地域防災計画」、水害に

備えた「最上町水防計画」、武力攻撃・緊急対処事態発生に備えた「最上町国民保護計画」等

の法定計画や、「災害時最上町職員行動マニュアル」、「最上町新型インフルエンザ等対策行

動計画」等の各所管に内在する危機対処マニュアルを策定し、対処を行ってきたところであり

ますが、昨今の激変する社会情勢の中、町があらゆる危機に対し、迅速・的確に対応すること

が深く求められています。 

このことから、従来、自然災害を中心としてきた危機管理体制の明確化と全町統一的な対応

を図る観点に立ち、平成24年４月に総務課に危機管理室を設置し、自然災害以外の事故や事件

等に対しても総合的な対策を推進することとしました。 

言うまでもなく、町民の生命・身体・財産等を守ることは、町の果たすべき基本的責務であ

り、町政の推進に当たっては、町民と行政との信頼関係を維持しつつ、最善の組織運営を図り、

もって町民生活の保全に努めなければなりません。 

この責務を全うするため、このたび、総合的な危機管理対策の強化を図ることを主眼に「最

上町危機管理基本計画」を策定しました。 

各部局においては、今一度、所管する事務事業を「危機管理」の視点から見直し、職員一人

ひとりが日頃から強い危機管理意識を持って職務に臨むとともに、本計画に沿った的確、迅速

な対策がとれるよう、さらなる組織的な取組みの強化を願うものです。 

 

平成２６年３月 

最上町長   髙 橋  重 美 
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第１章 総 則 

第１節第１節第１節第１節    目的目的目的目的及び基本的な考え方及び基本的な考え方及び基本的な考え方及び基本的な考え方    

１１１１    目目目目        的的的的    

この危機管理基本計画（以下「この計画」という。）は、最上町の危機管理における総体の

枠組み及び危機管理の推進のあり方を示すとともに、職員がもつべき危機管理の基本姿勢や標

準的な取組み・対処の概括的な手順を表している。 

すなわち、昨今、懸念される様々な危機に対して、マニュアルの整備を計画的に進めるなど

危機管理の充実を図ることで、平常時の危機管理活動を一層活発化し、あるいは緊急時に速や

かに初期態勢をとることにより危機の影響・被害を最小限に抑えるなど、危機から行政の組織

運営を守り、町民の生命・身体・財産等への被害防止に努めることを目的とする。 

２２２２    基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方    

本計画は、危機事象発生の未然防止及び危機発生時（発生の恐れがある場合を含む。）の対

応について、一般的な原則等を定めるものである。 

すなわち、個々の危機への対処方法を個別具体的に定める「計画」ではなく、共通の考え方

を示し、全庁的な危機管理の仕組みづくりを目指すための「指針」となるものであり、「危機」

や「危機管理」等の概念について、全庁的に考え方の統一を図るものである。 

第２節第２節第２節第２節    用語の定義用語の定義用語の定義用語の定義    

この計画における用語の定義は、以下のとおりとする。 

なお、この定義は、危機管理を円滑に進めるために庁内の共通用語として使用する。 

(1) 危機 

保護主体の生命・身体・財産、名誉、組織活動に重大な被害・影響を及ぼす災害・事件・

事故をいう。この計画では、次に該当するものをいう。 

① 町民の生命、身体及び財産等に重大被害又は広域・広範な影響が及ぶ事態 

② 町の行政運営・行政サービスに重大な支障を及ぼす事態 

③ 町の行政信頼を著しく失墜させる事態 

(2) 危機事象 

危機をもたらす可能性がある出来事又はある一連の状況の発生をいう。 

（例） ・ 地震、台風等の自然災害、大規模火災、武力攻撃事態、大規模テロ等 

       ・ 行政業務妨害、自治体施設での犯罪等 

       ・ 公金管理に係る不祥事、個人情報漏えい、コンピュータシステム障害等 

(3) 危機要因 

危機事象が、重大な被害結果をもたらす可能性を高める要素をいい、物事や行動に潜在
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する被害拡大要因をいう。 

(4) 危機管理 

危機を未然に防止し、又、発生したときに被害を最小限に抑制するための諸活動の総称

をいう。 

危機管理には、平常時に行う「危機の発見・評価」「危機の未然防止活動」「緊急対処

の事前準備」、「緊急時の対処」及び「収束時の対応」がある。 

(5) 防災 

災害対策基本法（以下「災対法」という。）第２条で規定する「災害」について、未然

に防止し、災害が発生した場合における被害拡大を防ぎ、災害の復旧を図ることをいう。 

（防災は、危機管理の諸活動のうち災害に限定したもの。） 

※資料編１「危機管理に関する用語集」（43 ページ）を参照 

※資料編２「危機管理の用語に関する概念図」（49 ページ）を参照 

第３節第３節第３節第３節    想定危機の類別想定危機の類別想定危機の類別想定危機の類別    

町に想定される危機と、その被害・影響は、概ね下表のように類別できる。 

※資料編３「町の想定危機及び主管部署等一覧表」（50 ページ）を参照 
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図表１図表１図表１図表１    想定危機の類別想定危機の類別想定危機の類別想定危機の類別    

危 機 の 種 別 危機による被害・影響 

類別 

記号 

想定危機の 

大分類 

危機の例 

町民の

生命・

財産等 

住民

サー

ビス 

町政 

信頼 

Ａ 甚大な自然災害 

大地震、火山噴火、大規模風水害、異常気象、天

変地異 

● ●  

Ｂ 

特殊災害 

（大規模事故） 

大規模火災・爆発、危険物事故、放射性物質事故、

大規模交通事故、ライフライン事故 

● ●  

C 

武力攻撃・緊急対処事

態等 

武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、緊急対処事態

（大規模テロ、ＮＢＣＲＥテロ

１

） 

● ●  

D 健康危機 

人への感染症、食の安全に係る事態、医薬品・薬

剤・有害物質による悪影響 

● ●  

E 情報セキュリティ 

個人情報・行政機密情報の漏えい、公文書の紛

失、データ消失、情報システム障害・停止、コンピュ

ータウィルス、サイバーテロ、不正アクセス・改ざん 

● ● ● 

Ｆ 

町民に被害が及ぶその

他の事態、生活不安 

遭難事故、暴動・騒じょう、危険鳥獣の出現、海外で

の事件・事故・災害遭遇、地域環境汚染、治安の悪

化、特定団体の不穏な活動 

● ●  

Ｇ 町管理施設での事故 

主催イベント事故・事件、管理の瑕疵による事故、医

療・介護事故、町有施設での火災・食中毒、公務中

の交通事故 

● ● ● 

Ｈ 不祥事 

違法行為、職員個人の犯罪、契約・公金管理にか

かわる不祥事、セクハラ・差別、委託業務の不祥事 

 ● ● 

Ｉ 広報広聴に関する危機 

苦情・クレーム・紛争、報道機関にかかわる事態、情

報の錯誤・伝達漏れ 

 ● ● 

Ｊ 

職員の人事・労務に関

する事故・事件 

公務災害、不当・威圧行為、職員への危害  ● ● 

Ｋ 業者の業務中断 業者の経営危機、業者に発生した事故・事件・災害  ● ● 

Ｌ 不測の事態  ● ● ● 

 

 

1 ※  Ｎ【Nuclear（核）】、Ｂ【Biological（生物剤）】、Ｃ【Chemical（化学剤）】、Ｒ【Radiological（放射能）】、 

 Ｅ【Explosive(爆発物)】などを用いたテロ行為をいう。        



- 8 - 

 

第４節第４節第４節第４節    危機管理に関する計画・マニュアル等の体系危機管理に関する計画・マニュアル等の体系危機管理に関する計画・マニュアル等の体系危機管理に関する計画・マニュアル等の体系    

１１１１    危機管理に関する計画危機管理に関する計画危機管理に関する計画危機管理に関する計画    

(1) 危機管理基本計画 

町の危機管理における総体の枠組み及び基本的な考え方を示した計画で、次のような機

能を有する。 

① 危機分類Ｄ～Ｌについて危機管理の上位概念・規定を示した全庁的な計画 

② 町全体の危機管理の推進のあり方について示したもの 

③ 想定外の事態、マニュアル未作成の危機事象及び主管部署が不明な場合における、緊

急時の標準的な対処指針を示したもの 

④ 個別マニュアルの新規作成又は見直しの際の参考資料 

(2) 最上町地域防災計画 

災害対策基本法第４２条に基づき防災に関して町が処理すべき事務及び町の地域に係る

公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の防災に関して処理すべき業務を示した計画 

(3) 最上町国民保護計画 

国民保護法第３５条に基づき武力攻撃事態、武力攻撃予測事態及び緊急対処事態に関し

て、町における国民の保護に関する措置を示した計画 

２２２２    危機管理に関する計画における想定危機類別の枠組み危機管理に関する計画における想定危機類別の枠組み危機管理に関する計画における想定危機類別の枠組み危機管理に関する計画における想定危機類別の枠組み    

(1) 対象範囲 

① この計画は、「図表１ 想定危機の類別」うち、類別記号Ｄ～Ｌの危機事象を、主要な

対象危機とする。 

② 類別記号Ａ～Ｂの危機事象については最上町地域防災計画の枠組みの中で、また類別記

号Ｃの危機事象については最上町国民保護計画の枠組みの中で対処を行う。 

③ 上記に関わらず、類別記号Ａ～Ｃの危機事象で、最上町の地域防災計画及び国民保護計

画の枠組みに入らない事態ないし対処計画を補完する必要がある事態については、この計

画の対象とする。 

(2) 危機管理に関する３つの計画の関係 

計画の根拠等 

種別 

記号 

想定危機の大分類 

危機管理に関する 

対策計画 

災害対策基本法 

Ａ 甚大な自然災害 

最上町地域防災計画 

Ｂ 特殊災害（大規模事故） 

国民保護法 Ｃ 武力攻撃・緊急対処事態等 最上町国民保護計画 

その他 

（各種法令等） 

Ｄ 健康危機 

最上町危機管理基本計画 Ｅ 情報セキュリティ 

Ｆ 町民に被害が及ぶその他の事態、生活不安 
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Ｇ 町管理施設での事故 

Ｈ 不祥事 

Ｉ 広報広聴に関する危機 

Ｊ 職員の人事・労務に関する事故・事件 

Ｋ 業者の業務中断 

Ｌ 不測の事態 

３３３３    危機管理に関する全庁的な要綱・基本マニュアル等危機管理に関する全庁的な要綱・基本マニュアル等危機管理に関する全庁的な要綱・基本マニュアル等危機管理に関する全庁的な要綱・基本マニュアル等の位置付けの位置付けの位置付けの位置付け    

① 本章「第３節 想定危機の類別」で示した危機事象の一定範囲について、全庁的な観点

から策定された当該危機事象に関する要綱・基本マニュアルをいう。 

② ３つの計画の枠組みの中では、次のものが全庁的な要綱・マニュアルに該当する。 

最上町危機管理基本計画 ⇒ 「個別マニュアル」 

最上町地域防災計画 ⇒ ｢災害時職員行動マニュアル｣、｢水防計画｣ 

最上町国民保護計画 ⇒ ｢避難実施要領｣ 

４４４４    個別マニュアル個別マニュアル個別マニュアル個別マニュアル    

① 個別マニュアルは、個別の危機について各課の具体的な未然防止活動ないし緊急時の

対処行動等を示したもので、原則として主管部署及び各課で作成する。 

② 個別マニュアルは、作成主体、危機管理の局面別に、次の２つのいずれかのタイプを

基本とする。 

ⅰ 主管部署の「個別危機管理マニュアル｣ ⇒ 主管部署が、担当する個別危機について

危機管理の全過程を総合的に記載したマニュアル 

ⅱ 各課の「個別初動マニュアル｣ ⇒ 各課が自ら行う危機発生直後の初動対処について、

個別の危機事象ごとに各課が作成したマニュアル 

③ 既に個別マニュアルが用意され、又はそのマニュアルを応用して対処することが可能

なものについては、当該ニュアルを適用する。 

④ 個別マニュアルを新規に作成し、又は見直しする場合は、本計画を参考にして、その

種類や特性に応じて作成する。 

※資料編４「個別危機管理マニュアル等の作成例」（52 ページ）を参照 
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第５節第５節第５節第５節    危機管理の基本方針危機管理の基本方針危機管理の基本方針危機管理の基本方針    

１１１１    危機管理基本計画の基本方針危機管理基本計画の基本方針危機管理基本計画の基本方針危機管理基本計画の基本方針    

(1) 主管部署の明確化 

これまで十分であると言い難い様々な不測の事態に対して、町に想定される危機はもと

より想定外の危機についても、あらかじめ主たる所管部署（以下「主管部署」という）を

定め、町の危機管理の整備・充実を進める。 

(2) 主管部署が担当する個別危機への備えの充実 

主管部署は、関連部署と協議をしながら、危機の「個別危機管理マニュアル」を速やか

に整え、当該危機を想定した職員向けの教育・訓練を計画的に企画・運営する。 

(3) 個別初動マニュアル等の整備 

各課は、平常時から自らの課に想定できる危機を把握し、課としての備えができていな

い危機や対策が不十分な危機に対して諸対策を講じていく。また、緊急時における自部署

の「個別初動マニュアル」等の整備を順次、進める。 

(4) 危機管理の組織体制の整備 

① 全庁的な危機管理担当部署を定め、平常時から危機管理の総合調整及び必要な支援を積

極的かつ活発に行い、一層の危機管理の推進に資する。 

② あらゆる危機に速やかに初動組織態勢を敷き、即応対応できるように、その手順や危機

の大きさに即した組織態勢を定める。 

２２２２    危機管理の諸活動の基本対処方針危機管理の諸活動の基本対処方針危機管理の諸活動の基本対処方針危機管理の諸活動の基本対処方針    

町は、次の点を危機管理の諸活動の基本対処方針とする。 

(1) 危機の予知・予測 

過去に発生した本町や他自治体の事例から、その危機発生の原因や経過等を分析・検討

することにより、発生の前兆等を明らかにし、危機の予知・予測に努める。 

(2) 未然防止に向けた取組み 

日ごろから町の施設・設備に関しては、定期点検により微細な変化も見逃さず、また、

施設利用者等から持ち寄られた情報についてはこれを尊重し、問題の早期発見に努め、危

機発生に至る前に解決するなど、未然防止に向けた取組みに努める。 

(3) 危機発生時の即時対応 

危機が発生した場合、即時に適切な対応を実施することにより、町民の生命や身体等の

安全及び行政に対する町民の信頼を守るとともに、その被害・影響を最小限に抑える。 

(4) 情報の開示 

個人情報や人権に最大限に配慮しながら、危機についての事実を公開していく姿勢で対

応し、行政の対応状況や今後の方針を広く町民に説明できるよう、社会的視点に立った正

確な情報提供に努める。 

(5) 指揮命令系統の明確化 
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危機対処責任者が現場で陣頭指揮を行なうことは、部下の士気を高めるためには有効な

手法のひとつではあるが、責任者が最優先で考慮すべきは、「有効な全体指揮を取るため

には、どこに位置しているべきかを判断し、当該場所に常駐すること」である。これによ

り、どこにいけば指揮を受けられるかが明確となり、指揮命令系統が自然に明確化される

こととなる。 

なお、有効な全体指揮を取るために適している場所とは、指揮・統制・通信・情報・広

報等の業務を取りまとめて行うことができる場所であり、具体的には、次のような場所で

ある。 

・ 危機事象発生現場との連絡が確保できるような、有線・無線等の双方向通信装置及び同報

装置を有している場所 

・ 補給・情報・広報・現場処理等の部門から派遣された者、及び関係業務を有する部署及び

機関からの連絡要員等を収容できる場所 

・ 地図・対処情報一覧・関係機関連絡先一覧・その他関連情報等を関係者全員が同時に確認

できるような手段（例：壁への貼り出し、ホワイトボードの利用等）が確保できる場所 

(6) 休養と補給 

危機対処にあたっての最大の阻害要因は、過度の緊張や不規則な仕事の蓄積による、責

任者以下従事職員の「疲労」である。 

１日から２日程度の対処であれば、交代要員なしでも対応可能ではあるが、長期化した

場合は、睡眠・休養・栄養補給・精神的緊張状態からの開放なしには対応できない。 

従って、危機対処が長期化する場合には、「従事者への補給物資（食糧・寝具・日用品

等）の集積」はもちろんのこと、代替要員を指名した上での「交代制勤務」や「休養と補

給の割当」について計画することが必要である。 

(7) 人員資材等の見極め 

業務遂行にあたっては、通常、業務内容に応じて適切な規模の人員・資材等を随時投入

して対応することが求められるが、危機対処に際しては、必ずしもそれが正しいとは言い

切れない。 

次なる危機事象の発生及び拡大が十分に予測できる場合には、その発生を未然又は最小

限に防ぐために、過剰とも思われる規模の人員・資材等を当該局面に投入することが大事

である。 

(8) 付与任務の単純化 

危機に対処するということは、不慣れな業務に従事することでもある。従って、責任者

が従事者に対して高度・抽象的な任務を付与しても、従事者は何をすればいいのかわから

ないという事態を招きかねない。 

そのため、従事者に付与する任務は、極力単純化したうえで、具体的に指示するような

心くばりが重要である。 

(9) 命令や指示の一貫性 
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命令や指示は、組織規模が大きければ大きいほど末端まで到達するのに時間がかかるの

で、短期的に命令を変更すると、その理由が不明な場合は、現場活動に混乱を招くことと

なる。 

新たに判明した状況に対して柔軟な対応を行なうことは必要であるが、説明不足等によ

り、現場に一貫性がないと判断されれば、かえってマイナスとなる。 

短期的な命令変更を行なう場合は、その前提となった状況分析の変更理由を付け加える

ことが必要不可欠である。 

３３３３    危機管理の検証・見直しに関する基本方針危機管理の検証・見直しに関する基本方針危機管理の検証・見直しに関する基本方針危機管理の検証・見直しに関する基本方針    

(1) 定期的な検証と継続的な改善 

町の危機管理能力向上のためには、危機管理体制及び諸活動等の実効性を確認し、見直

し図っていくことが重要なことから、これらについて定期的に検証し、継続的な改善を行

う。 

(2) 緊急対応の総括と再発防止 

危機が発生した場合は、事態収束後に緊急時の対応を総括するとともに、再発防止に向

けた取組みを実践していく。 

第６節第６節第６節第６節    危機管理の基本的な組織体制危機管理の基本的な組織体制危機管理の基本的な組織体制危機管理の基本的な組織体制    

町の危機管理を組織的、効果的に実施するため、危機管理における基本的な組織体制を次の

ように定める。 

(1) 危機管理の実践の基本単位 

平常時及び緊急時の危機管理は、課単位を基本にして実施する。 

(2) 主管部署の特定 

① 町に想定される個別の危機事象について「主管部署」を特定できる場合、当該危機の主

管部署をあらかじめ確定しておく。 

② 各課のいずれもが主管部署に成り得る危機事象は、「各課が主管部署」となる。 

(3) 総合調整・支援機能 

① 主管部署又は各課からの庁内組織への情報連絡窓口は、総務課危機管理室（以下「危機

管理室」という）とする。 

ただし、職員の個人的な不祥事など行政内部で発生し、町民に被害が及ばない危機事象

の場合は、総務課とする。 

② 危機管理室は、主管部署と関連部署との総合調整及び対処の支援を行う。 

(4) 危険度ランク別の態勢 

緊急時は、危機の状況に即して危険度ランク別の適切な態勢に移行する。 
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第２章 平常時の危機管理 

第１節第１節第１節第１節    平常時の基本姿勢平常時の基本姿勢平常時の基本姿勢平常時の基本姿勢    

危機を未然に防止し、また危機の兆しを早期に発見し事態の発生を抑えるため、危機管理に

おける平常時の基本姿勢を身につけることが不可欠である。公務員としての職務への自覚はも

とより、平常時の危機管理意識、コンプライアンス意識

 2

、ＣＳ意識

 3

 が欠如していると様々な

事態を誘発し、その被害を拡大するばかりか、時として町民から批判を招き町政の信頼を損な

うため、職員一人一人が、これらを身につけ庁内全体の危機管理能力を更に高める。 

(1) 平常時の危機管理意識の向上 

① 危機の“芽”を見出す“目”を養う 

日ごろの業務を進める中で、どこかに問題点がないかを発見しようとする姿勢、日常に

潜む危機の“芽”を見出す“目”を養うことが、危機を未然に防ぐことにつながる。 

そのため職員は、町内や他の自治体で起こった事故・事件等の情報に“目”を配るとと

もに、日常の中の違和感のある小さな変化・異常、他の部署や他の自治体との業務の際、

稀に行う業務に“気”を配る。 

② 「もしかしたら・・」の心構えをもつ 

職員は、日ごろから危機に対する心構えをもつとともに、起こったことがない又は長ら

く起こっていない事態に対して、「もしかしたら・・」という発想をすることが「ま 

さか・・・」という事態への備えとなり、危機管理の“隙”をなくす。 

③ ヒューマン・エラーを防ぐ不断の努力 

業務に対する「慣れ」、「マンネリ化」、「気の緩み」がヒューマン・エラーによる事

故、思い込み・判断ミスによる失態、危機対応の不手際を生み出すため、町職員としての

高い意識と緊張感を維持する不断の努力を払う。 

④ 情報マインドと報連相（ほう・れん・そう） 

危機をもたらす脅威は平常時の中で小さな出来事として現れるが、どこで萌芽して成長

するか、当初分からない場合が多い。職員は、各課の日常的な情報の中に事故・事件・災

害に結びつくものがないかを察知する情報マインドをもつとともに、こうした情報の第一

受信者・察知者は、即座に所属長に報告・連絡・相談する。 

また管理職は、日ごろから危機管理に関する見識の向上に努めることで、部下からの報

連相に対し、情報マインドをもって提供情報の重要性を判断し、必要により危機管理室に

連絡するとともに適切な対処を行う。 

 

 

2 コンプライアンスとは、倫理・法令遵守のこと。 

3 ＣＳとは「カスタマー・サティスファクション＝顧客満足」のこと。民間では、接遇向上や適切な苦情対応など顧

客満足を得るために様々な活動を行っているが、行政においても町民を顧客感覚でとらえ、町民満足を得るために

必要な日常的な基本姿勢を向上することが求められる。 



- 14 - 

 

⑤ 最悪の事態に備える（Prepare for the worst の原則) 

危機は、事前の備えを超えるところに潜んでいるため、危機に対する事前準備は、常に

最悪の事態を想定し、これを超える備えを講じておく。 

(2)  コンプライアンス意識の向上 

一般に不祥事は、その動機、機会、そして誠実性の欠如などの要因から発生する。職員

は、法令や公務員倫理を遵守することは当然のことながら、町民の批判を招き、町政の信

頼を失う結果となるような行動は厳に慎み、常に社会の良識、道義的な観点からみて自律

した行動・態度を保持するコンプライアンス意識を向上させる。 

(3)  町民満足を高めるＣＳ意識の向上 

職員は、行政サービスを単に提供するという立場を超え、常に町民から期待されるサー

ビスを提供することで町民満足を高めるＣＳ意識をもつとともに、窓口や町民トラブル、

不適切な行為（接遇不良など）を防止するため、接遇マナー・丁寧な対応、平易で誤解を

招かない言葉づかいをするよう心がける。 

第２節第２節第２節第２節    平常時の責務平常時の責務平常時の責務平常時の責務    

(1) 職員の責務 

① 職員は、社会情勢等の把握に努め、日ごろから危機管理意識を持ち、個別マニュアルを

熟知しておく。 

② 勤務の内外及び所管業務を問わず、町内の危機事象について関心を持ち、新たな危機事

象や危機要因を発見した場合は速やかに危機管理室へ報告する。 

(2) 各課 

① 自らの課に想定できる危機を把握する。 

② 各課としての備えができていない危機や対策が不十分な危機に対して諸対策を実施し、

危機の未然防止と緊急時の事前対策の向上を図る。 

③ 各課は、危機管理室、関連部署、危機管理対策本部との連絡調整を行うため危機管理担

当者を置く。 

④ 各課職員の危機管理能力向上を図るため、主管部署や危機管理室等が企画する研修・訓

練に積極的に参画させる。 

⑤ 自部署の「個別初動マニュアル」の整備を進める。特に、課として備えができていない

危機や対策が不十分な危機に対しての新規作成・見直しを順次、進めるとともに、勤務外

時間・休日の各課の緊急連絡網を整備する。（未整備の部署は可及的速やかに整備する。） 

⑥ 各課は、必要に応じ、関係機関、ボランティア、地域住民等と連携を図り危機管理を推

進する。 

(3) 主管部署 

① 担当する危機に対して「個別危機管理マニュアル」を作成する。 

② 担当する危機を想定した職員向けの教育・訓練を企画・運営する。 
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③ 担当する危機に対して、必要により関係部署と協議しながら当該危機の未然防止と事前

準備のため、「個別危機管理マニュアル」作成以外にも適切な諸対策を講じていく。 

※資料編「町の想定危機及び主管部署等一覧表」（50 ページ）を参照 

(4) 危機管理室 

① 各課及び主管部署に対して、個別マニュアル作成など危機管理推進における総合調整及

び必要な助言・指導を行う。 

② 庁内で作成された危機管理関連の計画・規程・指針・手順書・チェックシート等の一元

管理を行う。 

③ 危機管理に関する重要情報の一元的管理を図る。 

④ 職員の危機管理意識の啓発のための講演会や研修・訓練を計画的に開催する。 

第３節第３節第３節第３節    危機の発見と評価危機の発見と評価危機の発見と評価危機の発見と評価    

１１１１    危機事象の抽出と具体的な想定危機事象の抽出と具体的な想定危機事象の抽出と具体的な想定危機事象の抽出と具体的な想定    

① 各課は、資料編３の「町の想定危機及び主管部署等一覧表」（50 ページ）を参考に、

自部署に想定される危機を当てはめ、課に発生する可能性のある事象を可能な限り多く抽

出する。 

② 各課は、危機事象の抽出にあわせて、その事象から起こりうる具体的な事態を簡易的な

シナリオとして想定する。 

③ 危機の具体的な想定をする際は、以下の視点からの思考を心がける。 

ⅰ 想定できる事態としては、電話機の故障等の軽微なものから、社会インフラの損壊な

どの重大なものまで幅が広く多種多様で、被害の影響の程度もさまざまであるが、「考

えたくない、又は通常では考えにくい最悪な異常事態」までもあえて発想する。 

ⅱ 業務の計画から実施までの各段階を細分化し、危険要因（問題点等）を確認する。 

ⅲ 業務実施体制において安全管理上の危機要因（危険等）などが生じないかを確認する。 

④ 危機の抽出と具体的な想定の作業の際には、資料編５「危機発見標準シート」（53 ペ

ージ）を活用することが望ましい。 

２２２２    評価評価評価評価    

(1) 各課が行う評価 

① 各課は、「危機事象の抽出と具体的な想定」により得られたものを評価する。 

② 評価は、当該事象及び具体的想定の「危険度ランク」と「マニュアル作成の優先度」か

ら行う。 

③ 「危険度ランク」は、図表２から被害規模を予測することで設定する。 

④ 「危険度ランク」が高い危機事象は、「マニュアル作成の優先度」が高いと考えられる

が、各課は、さらに「発生の可能性・切迫性」、「社会的な要請」、「再発防止等の観 

点からの見直しの必要性」等を勘案して検討を重ね、当該年度において自部署で整備す 
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べき「個別マニュアル」の種類を特定する。 

 

図表２図表２図表２図表２    危険度ランク表危険度ランク表危険度ランク表危険度ランク表    

危険度ランク 想  定  被  害  規  模 

ランク１ 

町民生活及び町の業務に及ぼす影響が小さいもの 

【それぞれの課で十分対応できる事象】 

ランク２ 

町民生活及び町の業務に及ぼす影響が大きいもの 

【課及び関連部署連携で対応できる事象】 

ランク３ 

町民の生命・身体・財産等に重大な影響を及ぼすもの、町政の信頼

に重大な影響が生じるもの 

【全庁的な態勢で対応すべき事象】 

ランク４ 

「災害」や「緊急対処事態」等により町民の生命・身体・財産等に

甚大な影響を及ぼすもの 

【最上町地域防災計画や国民保護計画で想定している事態又はそ

れに準ずる非常態勢が必要な事態】 

(2) 危機管理室への報告と調整 

① 各課は、評価結果について危機管理室に報告する。 

※報告の要領については、危機管理室からの通知によるものとする。 

② 危機管理室は、課の評価結果に対して必要な調整ないし是正措置を行う。 

第４節第４節第４節第４節    未然防止活動未然防止活動未然防止活動未然防止活動    

１１１１    未然防止活動の推進未然防止活動の推進未然防止活動の推進未然防止活動の推進    

(1) 未然防止活動の強化 

各課は、事故・事件・災害の発生防止及び事態を拡大する危機要因の抑制への諸活動に

ついて、これまで以上に強化するために、各課で行った「危機の発見・評価」の資料を参

考にして優先順位に従って適切な諸対策を講じる。 

(2) 未然防止の諸対策立案の考え方 

① 各課又は主管部署は、必要により関連部署と協議しながら、危機の種類ごとに適切な対

策を組み合わせ・選択して諸対策を講じていく。 

② 未然防止の諸対策の目的は、危機事象そのものの発生防止と危機要因の抑制にある。 

③ 未然防止の諸対策には、個別危機要因等に個々の対策を順次講じる方法と一定範囲で捉

えた危機について総合的に対策を講ずる方法が考えられるが、優先度の高い危機には後者

をとる。 

④ 危機の一定範囲には、部署の範囲のほかに、自治体事務・行政サービスの一連の過程、

イベント実行委員会など一定期間設置されるプロジェクトなどの組織、行政施設などがあ
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るため、実効性・効率性を念頭において選択する。 

⑤ 諸対策を立案するに当たって以下の点を考慮に入れる。 

ⅰ 対策の具体的内容・日程を明示するとともに、継続的に実施できる内容であること。 

ⅱ 適切な手順を示すこと。 

ⅲ 責任の範囲・所在を明確にすること。 

ⅳ 定期的なチェックのための仕組みを用意すること。 

ⅴ 利用する町の資源、責任、時期及び対策の優先順位が適切であること。 

２２２２    未然防止活動の実施対象者範囲未然防止活動の実施対象者範囲未然防止活動の実施対象者範囲未然防止活動の実施対象者範囲    

町に発生する危機を未然に防止するために、町の直接の職員のみならず、次の立場で町の

行政運営・サービス提供にかかわる者は、危機の未然防止に積極的に協力又は参画する責務

を有するものとする。 

① 他自治体等と雇用関係を有するが、現在、町の運営管理下で業務を実施している者 

② 短期的に町の雇用を受けているアルバイト、パート職員及び派遣社員 

③ 町との業務委託契約、指定管理者制度等により一定期間、町の運営管理下で業務を実施

している者及び町有施設の運営を担う者 

第５節第５節第５節第５節    危機に備えた事前準備危機に備えた事前準備危機に備えた事前準備危機に備えた事前準備    

１１１１    マニュアル等の整備マニュアル等の整備マニュアル等の整備マニュアル等の整備    

(1) 個別マニュアルの整備 

① 主管部署は、「個別危機管理マニュアル」を作成する。 

② 主管部署は、危機の種類によっては関連部署と協議をした上で事前準備を進めるべき事

象、複数課又は全庁で総合対策を検討すべき事象があるため、危機管理室が総合調整を行

い、当該危機の関連部署が関与する形態をとる。 

③ 各課は、危機に対し効果的な対応を図るため、「個別初動マニュアル」を作成する。 

④ 主管部署及び各課は、いつでも職員が必要とするとき、すぐに参照できるよう当該マニ

ュアルを配備しておく。 

⑤ 職員は、平常時より個別マニュアルの内容を熟知しておく。 

(2) 個別マニュアルの見直し・新規作成の方法 

① 主管部署又は各課の個別マニュアルの見直しは、危機管理訓練や危機対応の検証の後に

必要に応じて行う。 

② 主管部署又は各課は、個別マニュアルを新規作成する場合、「総合危機管理マニュアル」

及び次の手順（概要）を参考にする。 

ⅰ 危機シナリオの想定（発生事象【もし・・したら】⇒ 脅威の状況･事態の態様 

【・・の状況になり】⇒ 被害・影響の様相を描く【・・の被害になる】）を行う。 

ⅱ 保護すべき対象と優先目標・課題を設定する。 
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ⅲ 対処行動の洗い出しをする（危機局面ごとに対処行動を網羅的に抽出する）。 

ⅳ 自組織の対処能力及び必要な支援を求める先を勘案する。 

ⅴ 状況判断・意思決定で迷い・悩みが生じそうな場合は、一定の基準を設定する。 

ⅵ 大項目⇒中項目⇒小項目の順に目次（案）を作成したうえで、目次項目ごとに文書を

作成していく。その際、「誰が・・何を行うか」を明確し、また、不要な修飾語は極

力避け簡潔で分かりやすいものにすることに留意する。 

ⅶ 緊急時の使いやすさ、見やすさのためにフロー図やチェックリストを挿入する。 

ⅷ 作成過程の中で次の点を考慮する。 

(ⅰ) 日ごろ行っている「暗黙知」を文書にすること。 

(ⅱ) 対処行動のツボ・要領を記載していくこと。 

(ⅲ) 同種の危機対応事例や他のマニュアルを参照して実効性あるものにすること。 

(ⅳ) 法令、ガイドライン、国・県の要請等からの逸脱がないこと。 

③ 各課は、個別初動マニュアルの作成に当たって、次の点に留意する。 

ⅰ 最悪のケースを想定する。 

ⅱ 組織内での分担を明確にしておく。 

ⅲ 必要な対応、手順を明確にしておく。 

ⅳ 関係機関等の連絡先を明示する。 

ⅴ 対応する者、連絡する者など責任者を明示する。 

ⅵ 行動の内容を具体的に記述する。 

ⅶ 関係機関等の連絡先や「緊急連絡体制表」については、人事異動等に伴い、常に最新

の内容に更新しておく。 

ⅷ 関係法令等を明記しておく。 

ⅸ 最新の情報にしておく。 

(3) 指定管理者等を導入している場合 

各課は、町の業務を民間等に業務委託し、又は指定管理者を指定している場合、当該業

務に従事する者に対し利用者の安全や個人情報等の保護を確保するための措置として、必

要に応じて個別マニュアルの作成を指導する。 

２２２２    勤務時間外・休日の緊急連絡・非常参集ルールの整備勤務時間外・休日の緊急連絡・非常参集ルールの整備勤務時間外・休日の緊急連絡・非常参集ルールの整備勤務時間外・休日の緊急連絡・非常参集ルールの整備    

(1) あらゆる危機に共通する夜間・休日の緊急連絡 

各課は、一般電話回線によるもののほかに、職員個人の携帯電話番号を掲載した複数手

段による緊急連絡網を作成し、あらゆる危機に共通する自部署の「夜間・休日の緊急連絡

体制」を可及的速やかに整備する。 

(2) 非常参集に関する留意点 

① 勤務時間外・休日に、各課において地域防災計画で想定されている危機事象以外の重大

な危機が発生した場合又はそのおそれがあると判断した場合、各課の課長級以上の職員は、
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庁内の各職場に非常参集することを原則とする。（地域防災計画で想定されている危機事

象の場合は当該計画のとおり） 

② 各課の一般職員は、緊急連絡により課の責任者の指示があった場合に指示された場所に

参集する。 

３３３３    危機管理研修・訓練危機管理研修・訓練危機管理研修・訓練危機管理研修・訓練    

(1) 実践的な訓練 

① 主管部署及び各課は、個別マニュアルの整備を進めるとともに、その内容に沿った行動

がとれるように、これまで対処経験のない危機事案についても具体的なシナリオを想定し

た実践的な訓練（図上訓練、実働訓練）を適正規模で行う。 

② 訓練を実施する場合、その対象者のレベルに即した訓練種類や実施方法を選択するとと

もに、訓練目的、個別課題及び訓練の効果・検証方法を明確にする。 

③ 主管部署は、訓練実施後の効果・検証に基づき、個別危機管理マニュアルの追記や修正

を行う。 

(2)  意識啓発研修 

職員の危機管理意識の向上を図るために、危機管理の基本的な考え方や危機管理の事例

検討、各課の個別初動マニュアルの内容確認・周知など、各課、主管部署又は危機管理室

の主催で、逐次、危機管理研修を実施する。 

４４４４    資機材及び専門家の確保資機材及び専門家の確保資機材及び専門家の確保資機材及び専門家の確保    

(1) 資機材の整備及び物資の備蓄 

① 主管部署は、危機発生時に必要な資機材及び物資等について、個別危機管理マニュアル

で保管場所・数量等を定めておく。また、個別危機の特性に応じた特殊な資機材で、追加

又は新規の調達の必要があれば順次、整備を進めるとともに、定期的な点検によるメンテ

ナンス及び取扱いの習熟に努める。 

② 主管部署は、資機材・物資等が円滑に調達できるように、県や周辺自治体、地域の関係

機関、民間企業・団体と協定を結ぶなどして事前に調達体制を整備しておく。 

(2)  専門家の確保 

主管部署は、個別危機の対処において専門家等が必要だが現状では不十分な場合、庁内

における存在実態を把握するとともに、関係機関や緊急時アウトソーシング先で、必要な

人的支援を確保しておく。 

５５５５    業務継続管理業務継続管理業務継続管理業務継続管理    

各課は、危機の影響による行政サービスへの支障を最小に留め、業務継続を維持するため

に必要な備えを順次、進めていく。 

６６６６    関係機関等との協力体制確立関係機関等との協力体制確立関係機関等との協力体制確立関係機関等との協力体制確立    

(1) 県及び関係機関との連携強化 

主管部署及び危機管理室は、広域災害や緊急対処事態などの広域・広範な重大危機に備



- 20 - 

 

えて国や県、近隣・周辺自治体、町内会・自治会、警察署、消防署、自衛隊、医療機関、

ライフライン事業者、交通事業者等の関係機関と日ごろから密接な関係づくりを図り、い

ざという時の応援要請先として連絡ルートや手段、保有する危機管理能力を確認しておく。 

※資料編６「緊急時の関係機関連絡先」（54 ページ）を参照 

(2) 自主防災組織やボランティア団体等 

主管部署及び危機管理室は、町全体の危機管理能力の向上には町民の情報収集力・地域

連帯（コミュニティ）力・自力生活力など地域の力は欠かせないことから、自主防災組織

等の育成を図りつつ、ボランティア団体・ＮＰＯ団体等とも密接な連携関係を積極的に推

進・維持する。 

７７７７    町町町町民への広報広聴と意識啓発民への広報広聴と意識啓発民への広報広聴と意識啓発民への広報広聴と意識啓発    

① 主管部署及び危機管理室は、危機の発生防止と被害の最小化のために、町民が必要とす

る危機情報を遅滞なく提供するとともに、ホームページ、町広報、オープンセミナー等を

活用して町民の危機管理意識の醸成を図る。 

② 主管部署及び危機管理室は、危機情報や注意喚起情報を発信する場合、情報の事実確認

等を慎重に行うとともに、誤った情報を発信して、いたずらに町民の不安を助長すること

がないよう配慮する。 

③ 町民から寄せられた危機管理に関連する意見・要望は、危機管理室が集約し、町職員が

気づかない危機要因等を覚知できる貴重な情報であるとの認識に立ち、危機未然防止の観

点から町の危機管理に活用していく。 
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第３章 緊急時の対処 

第１節第１節第１節第１節    緊急時の基本姿勢緊急時の基本姿勢緊急時の基本姿勢緊急時の基本姿勢    

緊急時には、事態を的確に認識し迅速な対応で被害を最小限に抑制することが求められる。 

また、危機が発生すると平常時以上に社会から注目を集めるとともに、その事態に町がどう

応したかが問われる。各課及び職員は、こうしたことに適切に対処するために、以下に掲る緊

急時に必要な基本姿勢を身につけ、普段から習熟することに努める。 

(1) 人命が最優先 

発生事態により被害者が存在する場合は、人命の安全確保を最優先にした意思決定と具

体的かつ適切な行動対応をとる。 

(2) 管理職のリーダーシップと冷静な対応 

① 危機の発端は、多くは現場で発生するため、その地域又は事務・事業分野を所管する管

理職は、強いリーダーシップをもって、事態の状況を即時に判断し、所属職員に「緊急対

処を行う」ことを明確に伝え、役割分担について的確な指示を行う。 

② 所属職員からの情報連絡・報告が円滑に行えるよう自らの所在を常に明らかにしておく。 

③ 危機管理に関する計画・マニュアルに示された手順・内容に従い、何を最優先に対応す

べきかを判断・意思決定し、自らも冷静に対処行動をとる。 

(3) 危機を危機と認識できる感性をもつ 

危機の兆候段階や発生直後において「危機を危機と認識できる感性」を働かせ、一刻も

早い初動態勢をとることが危機管理を成功に導くことから、職員は、その感性を磨くため

に、日ごろから様々な危機事案を学び、また危機を予測する訓練を積む。 

(4) 先手先手の対処（プロアクティブの原則 

4

 ） 

緊急時は、予期しない状況が次から次へと発生し、混乱状態から後手後手の受身対応に

陥りやすい。職員は、危機対処に当たって「疑わしきは行動する」「見逃しはしない」と

いう行動姿勢をもつとともに、状況変化を先読みして先手先手を打ち、困難を主体的に切

り開いていく態度で臨む。 

(5) 情報管理意識と大局的な判断 

① 危機に関する情報は、通常、断片的にしかもたらされないことから、職員は、情報管理

を緊急時の最重要な活動の一つであると認識し、必要な情報要求と収集を行っていく。 

② 危機に関する情報管理は、単に事実関係や被害情報を整理することではない。管理職は、

その目的が、収集情報を読み取り、状況判断に資する知恵と危機を乗り切るための方策の

創出にあることを十分理解し、どんな緊急対処措置とるべきか、求められる対処課題に対

し、大局的な状況判断と対応策の決定をしていく。 

 

4 プロアクティブとは、先取り的、能動的の意。緊急時の対処の要諦は、事態に単に対応するという受身的なもので

なく、危機に至る前又は事態が成長・肥大化する前に、積極的かつ能動的に働きかけて被害防止措置をとることに

よって危機をコントロールしていくことが重要であることから、先取り的な対処行動を原則としたもの 
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③ 管理職は、危機局面ごとのポイントの違いを理解した情報管理意識をもつ。 

ⅰ 兆候段階や発生直後の局面 ⇒ 起こった事態を把握し、先々で危機に発展するか否か

を予測するとともに、必要な対処準備をするため情報管理 

ⅱ 危機対処の局面 ⇒ 被害の最小化や被害者支援のために、対処行動を起こすタイミン

グや対処措置の規模・程度について状況判断し、また対処行動の成果を確認しつつ実効

性をあげていくための情報管理 

ⅲ 収束局面 ⇒ 被害の全容を確認するとともに、この段階での必要措置を明確化し、ま

た復旧のために必要な重点施策や優先順位を決め計画化するための情報管理 

(6) 原因別管理型から被害管理型への迅速な切替え 

平常時の危機管理は、危機の原因による担当部署制（原因別管理型システム）をとって

いるため、緊急時に以下の阻害要因を生む。 

① 原因が特定されないと担当部署が決まらず、対応の遅れが生じる。 

② 危機管理における部門間の意識差を生む。 

③ 緊急時の庁内各部署や関係機関との組織連携への支障を生む。 

各課及び職員は、こうした面は、そもそも「中央官庁を頂点とする縦割り・官僚制」に

由来しているとの認識もち、危機が発生した際は、「原因別管理型」から「被害管理型」

に態勢を迅速に切り替え、事態の原因の如何を問わず被害を最小化することに重点を置い

た、円滑な組織連携による対処を行う。 

(7) ２正面対応の原則 

危機管理の目的は、「町民の生命・身体・財産等」を守ることにあるため、その対応行

動は優先課題となる。一方、「町政の信頼」を守ることも大切な目的の一つであることか

らクライシス・コミュニケーション

5 

対応も同時並行で行っていくことが求められる。職員

は、こうした「２正面対応」の重要性を十分認識し、適切な緊急対処を行う。 

第２節第２節第２節第２節    緊急時の任務緊急時の任務緊急時の任務緊急時の任務    

(1) 各課及び主管部署 

① 各課又は主管部署で対応可能なレベル時において緊急対処を行い、被害・影響の最小化

に努める。（緊急態勢レベル１又は２） 

② 危機管理室に緊急連絡するとともに、関連部署等に必要な連絡・報告を行う。 

③ 緊急態勢レベル１又は２から上位レベルの態勢に移行した場合でも、指示された役割を

果たす。 

④ 主管部署は、「危機管理連絡会議」（緊急態勢レベル３）の事務局を担う。 

 

 

5 クライシス・コミュニケーションとは、危機発生時における町民、報道機関、社会、関係機関・団体、町職員など

町内外に対するコミュニケーション活動のこと。報道機関への対応は、町民や社会への情報発信の媒体となること

から特に重要である。 
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(2) 危機管理室 

① 主管部署又は各課からの庁内組織への情報連絡窓口を担う。 

② 原因不明・主管部署不明な場合の当面の緊急対処を行う。 

③ 町民に被害が及ぶ、又はそのおそれがある危機事象について、緊急態勢レベル１又は２

の段階で各課又は主管部署に必要な支援・調整を行う。 

(3) 総務課 

総務課は、職員の個人的な不祥事など行政内部で発生し町民に直接被害が及ばない危機

事象について、緊急態勢レベル１又は２の段階で、事態発生の課等に対して服務監察等の

本来業務を含めて、必要な支援・調整を行う。 

第３節第３節第３節第３節    危険度ランク別の態勢危険度ランク別の態勢危険度ランク別の態勢危険度ランク別の態勢    

危機兆候時又は緊急時は、次に示すとおり危機の状況に即した危険度ランク（図表２（15ペ

ージ）参照）別の組織態勢に移行する。 

図表３図表３図表３図表３    危険度ランク別の態勢一覧危険度ランク別の態勢一覧危険度ランク別の態勢一覧危険度ランク別の態勢一覧    

危険度ランク 緊急態勢レベル 危機の状況 対応する組織態勢 

ランク１ 緊急態勢レベル１ 

  町民生活及び町の業務に及ぼす

影響が小さいもの 

課レベルの緊急態勢 

ランク２ 緊急態勢レベル２ 

  町民生活及び町の業務に及ぼす

影響が大きいもの 

課連携レベルの緊急

態勢 

ランク３ 

緊急態勢レベル３ 

① レベル２の対応能力を超えてお

り、複数部署の連携対応が必要 

② 危機兆候時における全庁的な

情報の共有と対応策協議が必要 

危機管理連絡会議 

緊急態勢レベル４ 

  町民の生命・身体・財産等に重大

な影響を及ぼすもの、町政の信頼

に重大な影響が生じるため、町長を

本部長にした本部態勢が必要 

危機管理対策本部 

ランク４ 緊急態勢レベル５ 

  「甚大な災害」、「武力攻撃事態・

武力攻撃予測事態・緊急対処事

態」又は「それ以外の危機事象によ

り町民の生命・身体・財産等に甚大

な影響を及ぼす事態」であり、全職

員の人的投下を要する全庁態勢 

地域防災計画の本部 

態勢 

国民保護計画の本部 

態勢 

又はこれらに準じた 

非常態勢 
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第４節 初期対応（緊急態勢レベル１又は２） 

１１１１    危機に直面した職員の対応危機に直面した職員の対応危機に直面した職員の対応危機に直面した職員の対応    

(1) 第一報 

危機に直面し事態を覚知した職員又は町民等から通報を受けた職員は、自己が担当する

業務の範囲にかかわらず以下の手順で初期対応を行う。 

① 所属長に、直ちに連絡する。 

② 勤務時間外・休日の場合は、各課の緊急連絡網に基づき連絡する。 

④ 勤務時間外・休日で、部署、いずれの上司にも連絡がつかない場合は、総務課長及び

危機管理室職員に直ちに連絡する。 

⑤ 必要により１１０番又は１１９番通報をする。（原則は所属長が通報する。） 

(2) 危機情報の継続収集・連絡 

職員は、危機発生現場に居合せる場合、自己の身の安全を確保し、第一報後も出来る限

りの情報を収集し、把握の都度、続報として連絡する。 

(3) 応急措置活動への協力 

職員は、被害者、傷病者がある場合、自己の能力の範囲内で救助等の応急措置活動に協

力する。 

２２２２    所属長又は現場責任者の情報連絡所属長又は現場責任者の情報連絡所属長又は現場責任者の情報連絡所属長又は現場責任者の情報連絡    

(1) 主管部署への第一報報告 

① 第一報を受けた所属長又は当該課の責任者は、直ちに主管部署に電話又は口頭等で情報

連絡をするとともに、原則として「危機管理情報連絡票」

※

を使用して文書報告する。 

※ 資料編７「危機管理情報連絡票」（57 ページ）を参照 

② ファックス又は電子メールによって情報連絡を行った場合は、送信後に直ちに電話によ

り送信した旨を伝え、第一報に覚知漏れがないようにする。 

③ 緊急時は、迅速に初動態勢を確立することが極めて重要であることから、断片的な情報

であっても速やかに第一報をする。 

④ 当該情報が緊急事態に該当するか判断に迷った場合は、とりあえず第一報をする。 

⑤ 通常の電話回線が使用できない場合は、衛星通信、携帯電話など確実に利用可能な連絡

手段を活用する。 

(2)  連絡すべき情報 

第一報の際に５Ｗ１Ｈの全てが把握できず、断片的な情報を報告した場合、続報をする

場合などに、連絡すべき情報の基本項目は次のとおりである。 

① 何が起こったか？ ⇒ 事態の概要や経緯 

② いつ、どこで起こったか？ ⇒ 発生日時と場所 

③ どうなったか？ ⇒ 被害状況（人的・物的被害） 
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④ これまで、どう対応したか？⇒ 緊急対処、応急措置 

⑤ 今後、どうなりそうか？ ⇒ 事態の進展、被害の拡大予測 

３３３３    主管部署の態勢と任務主管部署の態勢と任務主管部署の態勢と任務主管部署の態勢と任務    

(1) 緊急態勢の確立 

① 主管部署においては、事態が発生した場合、原則として課長が危機管理責任者となり緊

急態勢を敷く。また、円滑に対処するため、危機管理責任者代行をおく。 

② 主管部署は、緊急態勢として、情報担当、対策立案担当、調整担当、連絡担当、広報担

当、後方支援担当など必要な担当役割を明確にする。 

③ 危機管理室又は総務課等の関係所管の協力応援を必要により受ける。 

(2) 主管部署の主な任務 

① 危機情報の第一報以降、情報の収集・整理・一元管理を行う。 

② 必要により危機発生現場に所属課職員を派遣し、状況確認及び応急措置支援を行う。 

③ 危機管理担当者は、危機管理情報連絡票を使用して、図表４の区分により、情報連絡窓

口である危機管理室又は総務課に速やかに連絡する。 

④ 勤務時間外・休日も含め、関係者に情報連絡、情報収集を円滑に行う体制を整える。そ

のため最新のＩＴ機器を含め複数の通信手段を確保するとともに、連絡窓口を確定する。 

⑤ 必要により庁内関係所管との連絡・調整を行う。 

⑥ 必要により関係機関（県、警察、消防、関係業者、専門家など）と連絡・情報交換を行

い、密接な連携・調整、事後対処を含む助言・指導・支援を得ることで対処を行う。 

※ このため、各課の個別マニュアルには、関係機関等の連絡先を明示するとともに、平常時から相談できる

体制を整えておく。 

⑦ 危機管理室又は総務課の協力を得ながら、事態の事実関係や対応状況などについて、町

長、副町長に報告を行う。 

⑧ 危機管理室又は総務課の協力を得ながら、町議会事務局及び町議会議員に情報を提供す

る。 

⑨ 必要な範囲で、事態の事実関係・対外発言の留意事項などについて、職員に連絡・周知

し、情報の共有化を図る。 

⑩ 対策を立案して、必要な緊急対処を講じる。 

⑪ 危機発生現場への後方支援を行う。 

⑫ 報道機関への情報発信については、広報広聴担当との協議を行う。 

⑬ 町民からの問い合わせ対応を行う。 

⑭ その他、危機被害を最小化するための必要な対処を先手で行っていく。 
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図表４図表４図表４図表４    事象事象事象事象区分区分区分区分による情報連絡窓口と調整・支援部署による情報連絡窓口と調整・支援部署による情報連絡窓口と調整・支援部署による情報連絡窓口と調整・支援部署    

事象の区分 事態の例 連絡窓口 調整・支援等 

１ 

町民に被害が

及ぶ危機事象 

① 不審者の施設・学校等への侵入・立て

こもり・徘徊 

③ 放火 

③ ライフラインの寸断・毒ガスの散布 

④ 情報の漏えい、書類の紛失・公印の盗

難等により町民の生命・身体・財産等に

被害が及ぶ状況 

危機管理室 危機管理室 

２ 

行政内部で発

生し、町民に直

接被害が及ば

ない危機事象 

職員の不祥事等町政の信頼を損なう状況 

総務課 総務課 

４４４４    危機管理室危機管理室危機管理室危機管理室の任務の任務の任務の任務    

① 庁内組織への情報連絡窓口を担う。 

② 主管部署と情報交換を図り、最新状況を把握する。 

③ 主管部署との連携・協力を図りながら、必要と思われる関係機関と情報交換・調整を

行う。 

④ 主管部署の行う町長・副町長への報告に協力する。 

⑤ 主管部署の行う町議会事務局及び町議会への情報提供に協力する。 

⑥ 主管部署に対する当該危機の関連情報等の提供、対応策の協議など、主管部署に対し

て必要な支援・調整を行う。 

⑦ 報道機関への対応については、広報広聴担当と協議を行う。 

５５５５    総務総務総務総務課課課課の任務の任務の任務の任務    

職員の個人的な不祥事など行政内部で発生し町民に直接被害が及ばない危機事象について、

連絡を受けた場合は、事態発生の課等に対して服務監察等の本来業務を含め、必要な調整・

支援を行う。 

６６６６    原因不明・担当部署不明な場合の対応原因不明・担当部署不明な場合の対応原因不明・担当部署不明な場合の対応原因不明・担当部署不明な場合の対応    

① 原因不明又は主管部署など担当課が不明な場合は、危機管理室が初期対応を行うととも

に、初動態勢を整える。 

② 危機が短期的に収束しない場合、町長又は副町長は当該危機の主管部署を決め、その指

示を行う。 

７７７７    発生の前段階の迫りくる危機、事態発生直後等における危機情報の発生の前段階の迫りくる危機、事態発生直後等における危機情報の発生の前段階の迫りくる危機、事態発生直後等における危機情報の発生の前段階の迫りくる危機、事態発生直後等における危機情報の町町町町長報告長報告長報告長報告    

各課又は主管部署は、危機発生の前段階にある迫りくる危機、危機の段階には至っていな

いが潜在的に発生している小さな事態、現在所管課で対応しているものなどで、次に該当す

る事案については、危機管理室と情報を共有するとともに、町長に報告する。 
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【危機が懸念される事案の町長への報告基準】 

① 緊急性が高く、町長等に第一報として報告する必要があると考えられるもの 

② 被害拡大のおそれがあり、町民への周知が必要と考えられるもの 

③ 事態発生について、町の過失などが疑われるもの 

④ 複数の町民の生命・身体・財産等への被害が懸念される事案で、警察や消防等への通

報があったもの 

⑤ 報道機関が関与しているもの 

⑥ 社会的影響が大きいと推測され、町から報道機関への情報提供が必要と考えられるも

の 

 など 

第５節 危機管理連絡会議（緊急態勢レベル３） 

１１１１    招集招集招集招集    

主管部署の対応レベルを超える事態に該当し、さらに庁内の関係所管で情報の一元的な共

有化、今後の対応策の検討等が必要な場合は、主管課長又は総務課長が危機管理連絡会議を

招集できる。なお、当該課長が不在のときは、招集判断を主管課長補佐又は危機管理室長が

代行する。 

２２２２    役割役割役割役割    

① 主管部署の対応レベルを超える事態に対する対応策の協議、関係所管の調整及び危機

管理対策本部の設置に関する協議 

② 危機発生の前段階にある迫りくる危機事象に対する庁内での情報の一元的共有及び対

応策の協議 

③ 主管部署の危機対応に関して、その他の必要な事項の協議 

３３３３    構成員構成員構成員構成員    

座  長：当該危機の主管課長 

副座長：当該危機の主管課長補佐 

構成員：当該危機の主管課長・危機管理担当者、総務課長及び危機管理室長、広報広聴担

当課長、関連部署の所管課長、その他主管部署の関係職員 

事務局：当該危機の主管部署課、座長が指名した職員 

第６節 危機管理対策本部（緊急態勢レベル４） 

１１１１    対策本部の設置対策本部の設置対策本部の設置対策本部の設置    

危機が発生し、又はそのおそれがある場合で、次の設置判断基準に該当するときは、危機

管理対策本部を設置し、町としての対応方針を決定し、緊急対処を速やかに実施する。 
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(1) 設置の判断基準 

① 町民・職員の生命にかかわる危機が発生したとき。 

② 町民への被害・影響が広域・広範囲に及ぶ危機が発生したとき。 

③ 業務への影響が複数の課に及ぶ危機が発生したとき。 

④ 主管部署の権限領域を超えているため、主管部署では判断・意思決定が難しいとき。 

⑤ 短期集中的に人的又は技術的・専門的な支援が必要であるとき。 

⑥ 報道機関や町民への迅速な情報発信が必要だが、主管部署は優先すべき緊急対応など

により混沌とした状況にある、又は町長自らが情報発信（緊急記者会見など）を行う状

況にあるとき。 

⑦ 緊急対応が複数部署にわたっており、調整や役割分担を１つの指揮命令のもとで実施

する必要があるとき。 

⑧ 国、県、近隣及び周辺自治体、関係機関との情報の共有・調整・密接な連携が必要で

あるとき。 

(2) 設置 

次のいずれかの方法による設置要請により町長が指示した場合又は町長自らが判断した

場合は、危機管理対策本部を設置する。 

① 主管課長が必要と判断した場合、直接、町長に設置を具申する。 

② 総務課長が必要と判断した場合、直接、町長に設置を具申する。 

③ 危機管理連絡会議での協議の結果、設置が必要と判断した場合、座長が町長に具申する。 

２２２２    対策本部の役割対策本部の役割対策本部の役割対策本部の役割    

① 状況判断及び対応方針や対処内容の決定に関すること。 

② 危機管理情報の整理、分析及び対応策（案）の検討に関すること。 

③ 緊急対応の役割分担の決定・実行指示に関すること。 

④ 緊急対処・支援の職員招集・配備の指示に関すること。 

⑤ 町としての一元的な情報発信（被害状況、統一見解など）に関すること。 

⑥ 国、県、関係機関への連絡調整・応援要請に関すること。 

⑦ 危機事象への対応の記録、保存等に関すること。 

⑧ その他、被害最小化のために必要な措置の指示に関すること。 

３３３３    対策本部の組織態勢対策本部の組織態勢対策本部の組織態勢対策本部の組織態勢    

(1) 危機管理対策本部の構成 

資料編８「最上町危機管理対策本部（態勢図）」（58 ページ）のとおりとする。 

※ 構成員は、危機の種類に応じて本部長自らの判断により変更する場合がある。 

※ 危機への対応方針や方策を決定するうえで必要とされる場合は、当該危機の主管課長など、本部長の判断

により当該管理職を構成員とすることができる。 
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(2) 専門部会 

危機管理対策本部には、必要に応じ専門部会を設けることができる。 

(3) 本部事務局の庶務 

危機管理対策本部の事務局の庶務は、危機管理室が行う。 

(4) 本部事務局の編成の充実 

本部長は、危機管理対策本部の運営を円滑に行うために、発生した危機の特性、大きさ

に応じて必要な場合、図表５を参考に、事務局の編成を充実し、役割分担を定める。 
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図表５図表５図表５図表５    対策本部対策本部対策本部対策本部班班班班編成編成編成編成    

名称 所管課 事務分掌 

総務班 危機管理室 ① 本部室の設置・閉鎖 

② 本部室の必要機材の調達・設置 

③ 本部構成員等の招集・連絡 

④ 本部会議の資料作成、記録、保管 

⑤ 本部員及び緊急対応にあたる職員の服務、安

全・福利厚生 

危機情報班   

 情報収集担当 総務課、まちづくり推

進室 

① 危機情報の収集・伝達 

② 国、県、関係機関、周辺自治体からの情報

収集・伝達 

システム担当 まちづくり推進室 ① 通信手段の確保 

② 本部及び庁内情報システムの確保 

渉外担当 総務課 ① 町民、民間企業、関係団体等からの問合せ

対応 

② 町議会議員対応 

危機対策班   

 対策立案担当 当該危機主管課 ① 事態進展、対応状況の把握 

② 事態・対応状況の分析 

③ 状況の掲示 

④ 対応策、行動計画の立案 

連絡調整担当 当該危機主管課 ① 対応策実施の調整 

② 国、県、関係機関との連絡・調整 

文書担当 当該危機主管課 ① 危機対応に係る関連文書の整理 

② 行動計画、通知等の文書化 

危機広報班   

 報道担当 まちづくり推進室 ① 報道資料作成 

② 報道機関対応、緊急記者会見運営 

ＨＰ広報担当 まちづくり推進室 ＨＰなどによる町民への広報 

財政班 総務課 危機対応に係る予算措置 

後方支援調整班 当該危機主管課、総務

課 

後方支援に係る調整業務 

（医療、避難、食料補給、輸送など） 
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４４４４    現地への職員派遣・現地指揮本部の設置現地への職員派遣・現地指揮本部の設置現地への職員派遣・現地指揮本部の設置現地への職員派遣・現地指揮本部の設置    

本部長は、所管町域内又は町有施設内で危機が発生し、あるいは発生のおそれがある場合、

当該町域又は当該施設を所管する町職員等の要請もしくは本部長自らの判断により、現地指

揮にあたる者を派遣し、又は必要により現地指揮本部を設置し、以下の役割を担わせる。 

① 危機情報の収集・伝達 

② 対策本部との連絡・調整又は必要な要請 

③ 現地で町職員が行う緊急対応の指揮・統制 

④ 事態発生初期など現地で報道機関対応を余儀なくされる局面での指揮・統制 

⑤ 関係機関との連絡・調整 

⑥ 関係機関が行う緊急対応に対する可能な協力 

⑦ 対策本部が指示する事項への対応 

第７節 災害対策本部、国民保護対策本部又は緊急対処事態対策本部 

      （緊急態勢レベル５） 

危機が発展し、町民の生命・身体・財産等に甚大な被害・影響を及ぼすと判断される場合は、

以下のいずれかの手順により、最上町地域防災計画で定める災害対策本部又は最上町国民保護

計画で定める国民保護対策本部若しくは緊急対処事態対策本部の態勢を敷く。 

① 総務課長、主管課長、危機管理連絡会議のいずれかが町長に具申し、町長が態勢の変更

を指示する。 

② 町長自らの判断で態勢を変更する。 

③ 危機管理対策本部の協議結果を経て、本部長が態勢の変更を指示する。 
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図表６図表６図表６図表６    緊急態勢レベルに応じた危機対応組織の移行の流れ緊急態勢レベルに応じた危機対応組織の移行の流れ緊急態勢レベルに応じた危機対応組織の移行の流れ緊急態勢レベルに応じた危機対応組織の移行の流れ    
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危機管理対策本部設置の具申 

危機管理連絡会議危機管理連絡会議危機管理連絡会議危機管理連絡会議    

□ 当該危機の主管課長が主催し、各課との調整や役割

分担を担う。 

危機管理対策本部

設置の具申 

報告 

危機管理対策本

部の設置決定 

危機管理対策本部危機管理対策本部危機管理対策本部危機管理対策本部    

□ 町長を本部長とする全庁的な対処方針の方策の決定、指示等を行う。 
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用 
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図表図表図表図表７７７７    緊急態勢レベルに応じた緊急態勢レベルに応じた緊急態勢レベルに応じた緊急態勢レベルに応じた体制体制体制体制    

項項項項        目目目目    緊急態勢レベル３緊急態勢レベル３緊急態勢レベル３緊急態勢レベル３    緊急態勢レベル４緊急態勢レベル４緊急態勢レベル４緊急態勢レベル４    緊急態勢レベル５緊急態勢レベル５緊急態勢レベル５緊急態勢レベル５    

設置区分 危機管理連絡会議危機管理連絡会議危機管理連絡会議危機管理連絡会議    危機管理対策本部危機管理対策本部危機管理対策本部危機管理対策本部    

危機管理対策本部危機管理対策本部危機管理対策本部危機管理対策本部    

（地域防災計画・国民保護計画上の本部含む） 

危機の状況 

① 複数部署の連携対応が必要 

② 危機兆候時における全庁的な情報共有と対応

策協議が必要 

町民の生命・身体・財産等に重大な影響を及ぼ

すもの、町政の信頼に重大な影響が生じるため、

町長を本部長にした本部態勢が必要 

町民の生命・身体・財産等に甚大な影響を及ぼ

す事態であり、全職員の人的投下を要する全庁態

勢 

設置者 主管課長又は総務課長 町長 町長 

本部長 主管課長 町長 町長 

副本部長 主管課長補佐 副町長 副町長 

本部員 

座  長：当該危機の主管課長 

副座長：当該危機の主管課長補佐 

構成員：当該危機の主管課長・危機管理担当者、

総務課長及び危機管理室長、広報広聴担

当課長、関連部署の所管課長、その他主

管部署の関係職員 

事務局：当該危機の主管部署課、座長が指名した

職員 

本部長：町長 

副本部長：副町長、教育長 

本部員：各管理職、主管課職員 

事務局：危機管理室 

同左 

主な所掌事務 

① 主管部署の対応レベルを超える事態に対する

対応策の協議、関係所管の調整及び危機管理

対策本部の設置に関する協議 

② 危機発生の前段階にある迫りくる危機事象に

対する庁内での情報の一元的共有及び対応策

の協議 

③ 主管部署の危機対応に関して、その他の必要

な事項の協議 

① 危機情報の収集・伝達 

② 対策本部との連絡・調整又は必要な要請 

③ 現地で町職員が行う緊急対応の指揮・統制 

④ 事態発生初期など現地で報道機関対応を余

儀なくされる局面での指揮・統制 

⑤ 関係機関との連絡・調整 

⑥ 関係機関が行う緊急対応に対する可能な協力 

⑦ 対策本部が指示する事項への対応 

① 災害：最上町地域防災計画の災害対策本部、

非常体制 

② 武力攻撃事態等：最上町国民保護計画の国

民保護対策本部、緊急対処事態対策本部 

③ 上記以外の重大危機：上記計画の準用 

設置場所 本庁舎大会議室   
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第８節第８節第８節第８節    緊急対処・二次被害防止緊急対処・二次被害防止緊急対処・二次被害防止緊急対処・二次被害防止    

１１１１    対処方針・対応策決定の考え方対処方針・対応策決定の考え方対処方針・対応策決定の考え方対処方針・対応策決定の考え方    

この計画は、様々な事態や脅威に対する標準的な緊急対処を示すものであるが、危機の特

性の違いから具体的な対応策は異なる場合が多いため、以下に対処方針・対応策決定に向け

て最低限押さえるべき基本的な考え方を示す。 

(1) 総合連携のもとでの被害管理型対応 

重大な危機が発生した場合、危機制圧、危険行為阻止、消火など被害極限化措置、町民

の避難支援・誘導、防疫・除染活動など緊急時の対処は多岐に渡る。これら危機対応課題

は、町ですべてを実施することは叶わぬ面があるため、国及び県、関係機関との総合調整・

連携の中で、被害管理型に立った対応策を決定・実施する。 

(2) 町の所管地域全体での対応状況把握のもとでのプロアクティブ原則 

町には、行政法規で定められた事項はもちろん、法規に定められない必要事項にも対応

が期待される。町の責務の範囲は国、県、関係機関が直接実施すること以外であると捉え、

町民保護のために必要な対応をプロアクティブ原則に従い実施する。そのために、町の所

管地域全体の対応状況をよく把握し、対応の隙間をつくらぬよう町の対応策を決定し効果

的な機能を発揮していく。 

(3) 基礎的自治体が有する機能を発揮 

町には、危機の回避、避難・誘導、危機情報の収集・伝達、地域支援など基礎的自治体

が有する機能があるほか、広域行政が動き出すまでの即応的対応機能が期待されている。

これら機能を十分に発揮する観点から対応策を決定する。 

(4) 人命を守る戦略の観点 

町民を危機から守ることは、最優先課題であるが、各所で同時多発的に危機が発生し同

様の緊急対処ができないケース又は対応要員が不足するケースなども考えられる。その場

合は、以下の観点から戦略的な対応策を立てる。 

① 可能な限り多数の人命を守る 

選択的な対応策決定をしなければならない場合、可能な限り多数の人命を守る観点で

臨む。 

【多数人命保護の例示】多数の人命救助に急を要する現場、多数の要救助者が発生している現場、被害拡

大が急速に進展している現場、救命効率が高いと推定できる現場 など 

② 最も助けが必要な人から守る 

自分で自分を守る自助が十分講じられない高齢者・障害者・子ども（要援護者）や負

傷者に対して優先的かつ積極的な支援を行う。 

【優先度の高い者の例】寝たきりや一人暮らしの高齢者、身体不自由者や視聴覚障害者など重度障害者、

重篤な傷病者、乳幼児・小学生低学年児 など 
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２２２２    職員の緊急対応の行動基準職員の緊急対応の行動基準職員の緊急対応の行動基準職員の緊急対応の行動基準    

① 緊急時の状況判断・意思決定は、対策本部長に限ったことでなく、それぞれの立場で相

応の迷い・ジレンマが出る。この場合、職員は、前項(1)から(4)の事項を踏まえ、町民の

生命を保護することを最優先した対応行動をとる。 

② 職員は、混乱した状況では、各職員の臨機応変な対応が必要となるが、個人の判断で対

応することはできる限り避ける。やむを得ず個人の判断で対応した場合は、事後直ちに責

任者に必ず報告する。 

３３３３    緊急対処の実施緊急対処の実施緊急対処の実施緊急対処の実施    

緊急対処の実施の手順・留意点は、個別マニュアルで定めることとするが、各緊急態勢レ

ベルのいずれにおいても、以下の点は最低限遵守すべき基本事項とする。 

(1) 被害者対応 

① 事態発生直後においては、二次被害が発生することがないよう安全に配慮したうえで、

被害者救出・救助と傷病者への応急手当を行う。 

② 町管理下で発生した事故・事件・災害で町民が重篤な傷病を被った場合、緊急搬送には

原則として２人の職員が付き添いを行うとともに、被害者家族に可能な限り早く連絡を入

れる。 

③ 情報漏えいなど町民の権利の侵害のおそれを伴う事態は、町民の精神的苦痛ばかりか金

銭被害・脅迫被害を生むとともに、町の管理責任や社会的責任が大きく問われることが懸

念されるため、最も確実で迅速な手段により、その実態を把握して被害者対応を可能な限

り早く行う。 

(2) 危険状態継続の遮断措置 

① 情報漏えいなど事態が職員自らの身体に直接的な被害を発生させない事態の場合、その

時点以降において当該事態がもたらす悪影響を回避するため速やかに危険状態継続の応

急遮断措置をとる。 

② 危険物、化学剤・生物剤など人体に極めて危険性が高いと判断できる事態の場合、危険

状態継続の応急遮断措置については、無理な対処は慎み、専門機関に対処を委ねる。 

(3) 避難 

① 町民等を避難させる場合は、その必要性の程度にあった適切な発令を行うとともに、そ

の切迫度合い・理由を分かり易く複数手段により伝達する。なお、この措置は、町長又は

その命を受けた者が行う。 

② 要援護者に十分配慮しつつ、避難場所、避難路の安全性を確認のうえ、警察や消防等と

協力して避難支援・誘導を行う。 

(4)  二次被害防止 

事態発生場所の安全点検や検知を行い、被害拡大の危険性が継続する場合、立入制限措

置、除去・除染・消毒など二次被害防止措置を行う。 
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(5)  緊急対処方法の伝達・周知 

事態が拡大又はそのおそれがある場合、必要な被害防止の応急対処方法を町民等に迅速

に伝達・周知する。 

(6) 救助活動 

消防、警察等の関係機関とともに町職員も可能な限り救助活動に協力する。 

(7) 医療救護活動 

医療救護班の現地派遣や傷病者の受入れなど医療救護活動については、原則として町の

地域防災計画に定める医療活動計画に基づき関係機関への要請及び調整を行う。 

(8) 緊急輸送 

傷病者、避難者、応急対応の資機材・物資、医療者などの緊急搬送は、救急車及び民間

輸送業者のほか、支障がない範囲で町の公用車も活用する。 

(9) 内部調査・原因不明時の解明対応 

組織内部から発生する危機事象などで、内部調査では解明が困難で、又は原因不明で対

処に支障があるケースは、外部専門家等を入れた調査チームなどを結成して可能な限り早

く、その解明を行う。 

(10) ボランティア対応 

当該危機に関するボランティア受入れの可否を検討し、その申出に対して明確な回答が

できるよう準備をしておく。また、その可否判断が難しい段階では、申出者の連絡先、資

格・スキル、希望活動、対応可能期間、保険加入の有無を確認し、後日回答とする。 

第９節第９節第９節第９節    危機広報危機広報危機広報危機広報    

１１１１    危機広報の目的危機広報の目的危機広報の目的危機広報の目的    

発生した危機の事実関係、町の緊急対処の状況、今後の見通しなどについて、速やかな危

機広報を行うことで、以下の目的を果たす。 

① 町民・関係者の応急対応に資する。 

② 被害拡大･二次被害への町民の不安感解消を図る。 

③ 当該危機に対して町が適正に対処していることを示す。 

④ 町の管理責任や社会的責任が問われる事態に対して説明責任を果たす。 

２２２２    危機広報の心得危機広報の心得危機広報の心得危機広報の心得    

(1) 即時対応 

① 危機広報の目的を果たすために可能な限り迅速な広報を行う。特に、町の責任が問われ

るケースでは、すぐに実行することが最大の誠意を示すことになる。 

② 報道発表では、締切りに追われている記者の事情にも配慮し協力姿勢で臨むことが、危

機広報の成功につながる。 

(2) 積極的な情報開示 
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① 町側の「落ち度」が懸念されるケースでは、その時点で分かっている事実関係や町の統

一見解を積極的に発信することで説明責任を果たす。曖昧な説明は、報道機関から疑惑の

念をもたれ告発型報道につながるので注意を要する。 

② 「説明しにくい、又は説明しても納得が得がたい事柄」が含まれる場合でも、誠意をも

って公表をしていくことが好印象を与える。逆にスクープされ事後説明を余儀なくされた

ケースでは、町民には、それらが弁明・言い訳と映る。 

(3) 取材協力 

報道機関の取材が円滑に行えるよう、誠意をもって協力的に対応する。 

(4) 特に留意を要する事項 

① 周知を目的とした広報の場合、高齢者、障害者、外国人など要援護者には周知の困難性

を伴うため、この点に配慮した危機広報を行う。 

② 当該危機による被害者・加害者等の氏名の公表については、プライバシー保護や人権に

十分配慮する。なお、亡くなられた被害者の氏名は、その家族の同意のもと関係者の弔問

に資するため公表する場合がある。 

③ 被害者・加害者等にかかわる個人情報は、個人情報保護法の観点から原則として公表し

ない。（Ａさん、○歳、性別というような表現を使う。） 

④ 当該危機に事件性があると考えられる場合の危機広報は、原則として警察発表に委ねる。

なお、報道機関等から町側の発表を求められるケースでは、警察の捜査活動に支障が及ぶ

ことのないよう警察と協議したうえで行う。 

３３３３    危機広報の手段危機広報の手段危機広報の手段危機広報の手段    

(1) 報道機関の活用 

① 報道機関を活用した危機広報には、緊急記者会見、報道資料提供（プレスリリース）な

ど「積極的な報道発表」と、記者の取材や電話問い合わせなど「受身的な報道発表」があ

る。 

② 主管部署（あるいは危機管理対策本部）は、広報広聴担当との協議のもと、迅速かつ広

範な町民周知が可能である「積極的な報道発表」を広報手段として活用していく。 

(2) 町のホームページの活用 

① ホームページは、インターネットの普及とともに広報手段として極めて一般化しており、

最も早く多くの町民に情報発信でき、また町が提供のタイミングを図れるため、有効な手

段として活用する。 

② 主管部署は、少なくとも報道発表した資料については、広報広聴担当と協議のうえ必要

に応じてホームページに掲載する。 

(3)  町民説明会の実施 

事態が町民の生命・身体・財産等に比較的大きな影響を及ぼす場合は、町長の判断によ

り町民への説明会を開催する。 
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(4)  広報車及び防災行政無線の活用 

① 警報や避難勧告・指示を行うなど、危機発生直後又はそのおそれがあるときの応急的な

広報手段として、広報車及び防災行政無線を活用する。 

② 主管部署は、これらを活用する際、広報広聴担当、危機管理室の協力を得る。 

(5) 広報紙 

危機の未然防止や危機収束時の町民への危機情報の周知手段として活用する。 

４４４４    報道機関を活用した危機広報の手順概要報道機関を活用した危機広報の手順概要報道機関を活用した危機広報の手順概要報道機関を活用した危機広報の手順概要    

(1) 事態発生から報道発表準備 

① 主管部署は、第一報以降、逐次、広報広聴担当に連絡を入れる。 

② 主管部署は、広報広聴担当及び危機管理室と協議のうえ、事態の現状の共通認識のもと

報道発表するかどうかを決定する。 

③ 主管部署は、当面の報道機関対応について広報広聴担当と協議して決定する。 

（原則として、報道機関への対応窓口は、広報広聴担当に一本化する。） 

④ 主管部署は、広報広聴担当の協力を得て報道発表の関係資料を作成する。 

※資料編９「報道発表文ひな型」（59 ページ）を参照 

(2) 報道発表の実施 

① 広報広聴担当は主管部署と連携して、その時点で確認できた情報を報道機関に発表し、

以降も集約情報を随時発表していく。 

② 広報広聴担当は、次の点を考慮して報道機関への発表方法及びスポークスパーソン等を

決定する。 

発表の方法 

スポークスパーソン 

又は実施者 

考  慮  点 

緊急記者会見 町  長 ◇ 町民に甚大な被害・影響を与えた事案 

◇ 町の管理責任が問われるもので、人命が失わ

れた事案 

◇ 社会的な関心が高く、又は影響が大きいため、

記者から集中して取材要請があった場合 

◇ 危機管理対策本部が設置された事案 

 副町長又は 

主管課の課長 

上記に該当しないが、町として責任ある説明又

は情報提供が必要な事案 

報道資料提供 

（プレスリリース） 

広報広聴担当課長 

又は 

主管部署の管理職 

◇ 一定の説明を要するが、危機による被害や影

響は、あまり大きくない事案 

◇ 事実報告の資料配布で足りる事案 

③ 記者取材は、面談を原則とする。電話取材は、相手が確認しにくく、また真意が伝わり

にくいため極力避ける。 

④ 記者取材を受けた者は、「取材記録シート」を使用して、広報広聴担当又は危機管理対
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策本部に報告する。 

※資料編10「取材記録シート」（60 ページ）を参照 

(3) 緊急記者会見の開催 

緊急記者会見は、効率的かつ効果的な報道発表であるとともに、発信情報のバラツキを

解消することができるため開催を決めたら速やかに行う。 

    

図表図表図表図表８８８８    緊急時の情報発信の流れの概念図緊急時の情報発信の流れの概念図緊急時の情報発信の流れの概念図緊急時の情報発信の流れの概念図    

  

当該主管課長 

主幹部署（各課）主幹部署（各課）主幹部署（各課）主幹部署（各課）    

連携主管課長 

主幹部署の緊急体制

情報・対策立案・調整・

広報等の担当役割 

危機管理室 

※職員の個人的不祥

事等に係る事象につ

いては、直接、総務課

が対応する。 

危機管理担当危機管理担当危機管理担当危機管理担当    

必要な支援 

連携・協力 

報道機関報道機関報道機関報道機関    

町長 
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第４章 収束時の対応 

第１節第１節第１節第１節    収束時の広報収束時の広報収束時の広報収束時の広報    

(1) 危機収束宣言 

危機管理対策本部を設置した場合又は町民に甚大な被害・影響を及ぼし、あるいはその

恐れがあった危機の場合は、本部長判断により、町民に対して危機の収束宣言の広報を行

う。 

(2) 相談窓口設置やホームページ情報の継続 

① 町民の健康被害が心配される場合又は町民から事後に関する問い合わせが予想される

場合は、主管部署が中心になり相談窓口の設置やホームページによる情報の継続発信を行

う。 

② 危機事象発生による被害及び生活激変による心的外傷ストレス障害に対応するため、保

健所と連携し心の健康相談等を実施する。 

(3) 危機検証情報の発信 

主管部署は、原因調査結果や再発防止策など危機の検証情報について、報道機関、ホー

ムページ、広報紙等を活用して町民に広報することが望ましい。 

(4) 情報の開示請求への対応 

① 危機事案に対し当事者や第三者から行政が保有する情報の開示を求められた場合につ

いては、最上町情報公開条例に基づき対応する。 

② 危機事案の事実関係を整理し作成した帳票（公文書原本又は写しでないもの）について

は、主管部署の課長の判断により情報提供する。 

第２節第２節第２節第２節    危機の検証と指針・マニュアル見直し危機の検証と指針・マニュアル見直し危機の検証と指針・マニュアル見直し危機の検証と指針・マニュアル見直し    

(1) 記録の取りまとめ 

主管部署は、危機管理室の協力を得ながら、人的・物的な被害状況の最終確認を行うと

ともに、自部署も含め関連部署等が行った危機対応記録の報告を受け、当該危機の全体を

取りまとめる。 

(2) 原因分析と再発防止 

① 主管部署は、危機の発生原因、被害拡大原因等の分析を行い、問題点や課題を整理する

とともに、適切な再発防止策を講ずる。 

② 町民の生命にかかわる重大な事態であり、町側の責任を伴うケースなどでは、必要によ

り第三者や専門家等からなる調査委員会などを設置して、直接的な危機要因だけでなく、

その背景になった危機要因なども含め原因究明を行うとともに、個別マニュアル作成・見

直しを含む徹底した再発防止策を講ずる。 

(3) 危機対応の評価 

主管部署又は危機管理対策本部は、以下の点から緊急対応の評価を行う。 
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① 事態発生から間もない初動対応は適切であったか。 

② 速やかに緊急時の組織態勢を整えることができたか。 

③ 町長への連絡を含め、情報連絡は迅速かつ円滑に行われたか。 

④ 関係職員は速やかに参集したか。 

⑤ 部署間の連携・総合調整はうまくいったか。 

⑥ 緊急対応は、適切であったか。先手先手と行えたか。 

⑦ 国や県、関係機関と密接な連携ができたか。 

⑧ 報道機関対応は、一元的に行えたか。報道機関の記事の扱いは、どうだったか。 

⑨ 緊急対応にかかわった関係者からも、様々な意見・工夫を集める。（特に、失敗・反

省点は、貴重な情報として扱う。） 等 

(4) 町長への報告 

主管部署は、当該危機全体のまとめ、対応の検証結果、発生原因と再発防止策を町長に

報告する。 

(5) 計画・マニュアルの見直し 

① 主管部署は、危機対応の評価結果を踏まえ、個別マニュアルの見直し又は新規作成を行

う。 

② 最上町危機管理基本計画の見直しが必要と判断した場合は、その内容について総務課長

に意見具申する。 

(6) 全庁的な教訓化 

① 主管部署は、危機の検証で得た教訓情報について、危機管理室に報告するとともに、庁

内ＬＡＮ等を活用して全庁にフィードバックする。 

② 主管部署は、危機管理室の協力を得て、職員研修・訓練の場で教訓情報を積極的に紹介

することで庁内全体が当該教訓を知恵として身につけ、同種の危機への備えの醸成を図る。 

第３節第３節第３節第３節    復旧推進復旧推進復旧推進復旧推進    

(1)業務の早期再開 

町行政における本来業務に支障が生じている場合は、可能な限り早期の業務の再開に努

める。 

(2) 優先的な復旧 

町民生活に大きな支障を生ずると考えられる町有施設被害がある場合、優先的な復旧対

策を講ずる。 

(3) 信頼の回復 

危機に係る安全性が確認されたら、速やかに信頼回復策を決定し、信頼回復に努める。 
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１１１１    危機管理に関する用語集危機管理に関する用語集危機管理に関する用語集危機管理に関する用語集    

【あ行】 

○ ＮＢＣＲＥテロ 

Ｎ【Nuclear（核物質）】、Ｂ【Biological（生物剤）】、Ｃ【Chemical（化学剤）】、Ｒ【Radiological

（放射能）】、 Ｅ【Explosive(爆発物)】などを用いたテロ行為をいう。 

○ ＮＢＣ兵器 

核物質（Nuclear）、生物剤（Biological）若しくは化学剤（Chemical）を用いた兵器のこと。 

生物剤としては、炭素菌、ペスト菌、天然痘ウイルス、ボツリヌス菌毒素などの使用が考え

られ、化学剤としては、ホスゲン、サリン、青酸ガスなどがある。 

○ ＮＢＣ災害 

ＮＢＣ攻撃によって引き起こされた、武力攻撃災害又は緊急対処事態における災害。 

【か行】 

○ 環境化学物質 

環境ホルモン（外因性内分泌かく乱化学物質）とも呼ばれ、内分泌系に影響を及ぼすことに

より、生体に障がいや有害な影響を引き起こす外因性の化学物質。 

ＤＤＴ、ＰＣＢ、ビスフェノールＡなど。 

○ 環境危機 

大気汚染、水質汚濁及び地球温暖化などの環境問題により、人間が健康で文化的な生活を持

続することが困難となる状態。特に地球温暖化などのいわゆる「気象変動」は、地球的な危機

をもたらすおそれがある。 

○ 危機 

一般的には、大変なことになるかもしれない危うい状態を言う。 

本計画においては、 

① 町民の生命、身体及び財産等に重大被害又は広域・広範な影響が及ぶ事態 

② 町の行政運営・行政サービスに重大な支障を及ぼす事態 

③ 町の行政信頼を著しく失墜させる事態 

を危機として定義している。 

○ 危機管理 

危機を未然に防止するとともに、危機が発生した際にその被害を最小限に留める諸活動の総

称。 

○ 危機事象 

危機をもたらす可能性のある状況。 

○ 危機対処 

発生した危機及び危機事象に対する、個別具体的な対応行動。 

○ 危機要因 

危機事象が、重大な被害結果をもたらす可能性を高める要素をいい、物事や行動に潜在する。 

○ 緊急消防援助隊 

大規模・特殊な災害発生時に、国が、全国の消防機関から必要な消防隊員、消防車両及び資

機材等を災害地に派遣し、人命救助活動等を効果的かつ迅速に実施することを目的に結成され

る部隊のこと。 
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○ 緊急対処事態 

武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生する明白な危険が切迫

していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なもの。 

○ 狂犬病 

主に発病動物の唾液を媒介として伝播し、発病すると治療方法がなく、悲惨な神経症状を示

してほぼ100％死亡する極めて危険なウイルス性の人獣共通感染症。 

発病したヒトや動物は、咽喉頭の麻痺により唾液を飲み込むことが出来なくなるとともに、

多くは狂躁状態から全身麻痺を経て、最後は昏睡状態になって死亡する。 

○ クライシスコミュニケーション 

危機発生時における町民、報道機関、社会、関係機関・団体、町職員など町内外に対するコ

ミュニケーション活動のこと。報道機関への対応は、町民や社会への情報発信の媒体となるこ

とから特に重要である。 

○ ゲリラ 

不正規軍の要員であり、戦線を作らず、小規模の部隊に分かれ、会戦を徹底して回避して、

小規模な襲撃や待ち伏せ、敵方の施設破壊等の後方攪乱等を行う要員のこと。 

○ 健康危機 

医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により、人間の生命、健康の安全を脅

かす事態。 

○ 高病原性鳥インフルエンザ 

鳥類は、Ａ型インフルエンザウイルスの感染によりインフルエンザに罹患するが、そのうち、

特に強い病原性を示すもの。 

○ 国民保護法 

法律の正式名称は「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」である。

平成16 年6 月14 日に成立し、同年9 月17 日施行された。武力攻撃事態等において武力攻撃か

ら国民の生命・身体・財産を保護し、国民生活や国民経済に与える影響が最小となるよう、国

や地方公共団体等の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻

撃災害への対処に関する措置及びその他の国民保護措置等に関し必要な事項を定めている。 

○ コンプアライアンス 

法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うこと（法令遵守）。近年、法令違

反による信頼の失墜や、それを原因として法律の厳罰化や規制の強化が事業の存続に大きな影

響を与えた事例が繰り返されているため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点か

らよく使われるようになった。 

【さ行】 

○ 災害 

気象などの自然現象の変化、あるいは人為的な原因などによって、人命や社会生活に対する

被害を生じる現象。 

○ 災害時要援護者 

災害時において、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場

所に避難するなど、適切な避難行動等をとることが困難な人々のこと。具体的には、在宅の高

齢者や障害者などが想定され、広い意味では、妊産婦、乳幼児・児童、外国人のほか、施設や

病院の入所（院）者なども災害時要援護者と捉えられる。 
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○災害拠点病院 

災害医療機関を支援する機能を有する病院で、重症・重篤な傷病者を受け入れるなど、災害

時の医療救護活動において中心的な役割を担う病院として位置づけられている。 求められる機

能としては、救命医療を行うための高度診療機能、被災地からの重症傷病者の受入れ機能、医

療救護班の派遣機能、 地域医療機関への応急用医療資機材の貸出し機能などがある。 

本県の災害拠点病院は次のとおり。 

山形県立中央病院、山形市立病院済生館、山形済生病院、山形県立新庄病院 

公立置賜総合病院、日本海総合病院、鶴岡市立荘内病院 

○ 災害対策基本法 

国土をはじめ国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公

共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立するとともに防災計画など災害対策の

基本を定めた法律のこと。 

○ ＳＡＲＳ 

重症急性呼吸器症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome）。 

新型肺炎とも呼ばれる新種の感染症であり、ＳＡＲＳウイルスにより引き起こされる。 

○ ＣＳ 

「カスタマー・サティスファクション＝顧客満足」のこと。民間では、接遇向上や適切な苦

情対応など顧客満足を得るために様々な活動を行っているが、行政においても町民を顧客感覚

でとらえ、町民満足を得るために必要な日常的な基本姿勢を向上することが求められる。 

○ 自然災害 

台風、地震、津波、火山の噴火など、自然現象の変化などによって、もたらされる災害。「天

災」とも言われる。 

○ 実動訓練 

実際に災害等が発生した場合にどのように対応するか、実際に行動する訓練。経験の浅い者

が自己の役割を確認するうえで有効であるとともに、参加者の対応行動の錬度向上に適した訓

練。 

○ 状況予測型図上訓練 

必要最小限の付与データ（災害発生の季節、曜日、時刻、天候 等）から訓練参加者に具体的

な災害状況等を適当な経過時間（災害発生直後、10 分後、１時間後、12 時間後、１日後 等）

ごとに予測させ、それを前提として、どのような意思決定と役割行動が求められるかを答えさ

せる訓練。 

情報不足下での意思決定能力及び状況予測能力の向上に適した訓練。 

○ 人為的災害 

人為的な原因により発生する災害、及び人間の生活に係わって天災以外の原因により発生す

る災害。原子力災害、武力侵攻、テロ行為、大気汚染、感染症の発生などを言う。 

○ 新型インフルエンザ 

毎年流行を繰り返して、人々の間である程度の抵抗力ができているインフルエンザウイルス

とは表面抗原が全く異なる新しいインフルエンザウイルスによって起こるインフルエンザ。 

およそ10 年から40 年の周期で発生する。 

ほとんどの人が新型のインフルエンザに対する免疫を持っていないため、「世界的な流行（パ

ンデミック）」となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすと想定される。 
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○ 新感染症 

ヒトからヒトに伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異な

り、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症。 

○ 図上演習ＤＩＧ 

災害想像ゲーム（Disaster Imagination Game）。地図上にビニールシートを敷き、その上か

ら与えられた被害状況又は地域の特性及びそこから当然推測される状況を書き込み、それに対

する対処方法を10 名程度のグループで討論しながら導き出すもの。ゲーム感覚で気軽に実施で

きるとともに、参加者のレベルに応じて、地域の問題検討から実際の防災訓練まで幅広く応用

することが可能な訓練。 

○ 図上シミュレーション訓練 

特定条件下での詳細な状況付与シナリオに基づき、意思決定能力を習得するための訓練。 

参加者が下した意思決定に基づき適用シナリオの変更を行ったり、訓練進行を阻害する役割

の者を途中参加させるなど、様々な運用方法を取ることができる訓練で、大規模な訓練になり

がちである。 

複数の部局、関係機関の連携を要する防災対策の意思決定や役割行動を検証するのに適して

いる。 

○ 正常性バイアス 

社会心理学、災害心理学などで使用されている用語。 

多少の異常事態が起こっても、それを正常の範囲内としてとらえ、心を平静に保とうとする

働きで、人間が日々の生活を送るなかで生じるさまざまな変化などに、心が過剰に反応し、疲

弊しないために必要な働き。 

しかし、この働きが強すぎると、例えば警報装置が鳴っているなどの非常事態においても、

それを異常と認識せず、避難などが遅れる結果になる。 

○ 双方向通信装置 

情報の発信者と受信者が、距離的に離れた地点同士でコミュニケーションを成立させるため

の機器。 

有線電話、携帯電話、無線電話などがある。 

最近では、電子メールなどの文字情報の通信も一般化している。 

【た行】 

○ 地域防災計画 

災害対策基本法第40 条の規定に基づき、地震災害対策、風水害等災害対策、雪害対策等につ

いて定めた計画のこと。 

○ 着上陸侵攻 

海又は空から、他国の領土を占領しようとして実施される軍事行動。 

通常は、侵攻正面で海上・航空優勢を得た後、海又は空から地上部隊などを上陸又は着陸さ

せる。 

○ ＤＭＡＴ（ディーマット）（災害派遣医療チーム） 

災害の急性期（４８時間以内）に可級的早期に救出・救助部門と合同し、活動できるトレー

ニングを受けた、機動性を持った医療チームのこと。大規模災害時等における救命率の向上の

ため、迅速な救護活動及び被災地域外での根治的治療が必要な患者の迅速な搬出等を行うもの

である。 

本県のＤＭＡＴを有する病院（ＤＭＡＴ指定医療機関）は次のとおり。 
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山形中央病院、山形大学医学部付属病院、山形済生病院 

山形県立新庄病院、公立置賜総合病院、日本海総合病院 

○ テロ 

一般に恐怖心を引き起こすことにより、特定の政治的目的を達成しようとする組織的暴力行

為、またはその手段のこと。 

○ 同報装置 

発信者が一箇所から同時に多数の受信者に情報を送るための装置。 

双方向通信機能の併設の有無は問わない。 

○ 毒物劇物 

「毒物及び劇物取締法」に規定される毒性の強い化学物質で、ヒ素・硫酸・塩酸などがある。 

吸入や接触によって人に危害を与える危険性があるため、取扱には細心の注意が必要であり、

その輸入・製造・販売・取扱等については、法に規定されている。 

○ トリアージ 

負傷者を重症度、緊急度などによって分類し、治療や搬送の優先順位を決めること。 

災害時等において、現存する限られた医療資源（医療スタッフ、医薬品等）を最大限に活用

して、可能な限り多数の傷病者の治療を行うためには、負傷者の状態の緊急性や重症度に応じ

て治療の優先順位を決定し、患者搬送、病院選定、治療の実施を行うことが必要となる。 

【な行】 

○ ノロウイルス 

非細菌性急性胃腸炎を引き起こすウイルスの一種。 

カキなどの貝類による食中毒の原因になるほか、感染したヒトの糞便や嘔吐物、あるいはそ

れらが乾燥したものから出る塵埃を介して経口感染し、集団感染などをおこすこともある。 

【は行】 

○ ハインリッヒの法則 

アメリカの技師ハインリッヒが、労働災害の事例を分析し、発表した法則。 

「１件の重大災害が発生する背景に29 件の軽災害と300 件のヒヤリ・ハットがある。」とし

て、安全活動の中で使われている。 

ヒヤリ・ハットの背後には、日常見逃している不安全な行為や状態があるので、それを認識

し、ヒヤリ・ハットが発生した時点で適切な対応を取ることが必要。 

○ パニック 

突然起こる不安・恐怖（ストレス）による混乱した心理状態、またはそれに伴い引き起こさ

れるヒステリー的行動。恐慌とも言う。 

○ ＢＳＥ 

牛海綿状脳症（Bovine Spongiform Encephalopathy）。 

牛の脳の組織にスポンジ状の変化を起こし、起立不能等の症状を示す遅発性かつ悪性の中枢

神経系の疾病。 

○ ＰＭ２.５（微小粒子状物質） 

ＰＭ２.５は大気中に浮遊している粒子のうち大きさが２.５μm（マイクロメータ）以下の非

常に小さな粒子（髪の毛の太さの30分の１）のこと。その成分には、炭素成分、硝酸塩、硫酸

塩、アンモニウム塩のほかに、ケイ素、ナトリウム、アルミニウム等が含まれる。また、発生

源により様々な大きさのものが含まれており、地域や季節、気象条件等によってその組成が変
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動する。 

ＰＭ２.５には、物の燃焼などによって直接排出されるもの（一次生成：ボイラー、焼却炉、

自動車、船舶、航空機などのほか自然由来のものや越境汚染）と環境大気中での化学反応によ

り生成されたもの（二次生成）とがある。 

その環境基準は、１年平均値（長期基準）が15μｇ／㎡以下、かつ１日平均値（短期基準）

が35μｇ／㎡以下であることとなっている。 

○ ＰＤＣＡサイクル 

典型的なマネジメントサイクルの１つで、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善

（Act）のプロセスを順に実施し、最後のAct では、Check の結果から、最初のPlan の内容を

継続・修正・破棄のいずれかにして、次回のPlan に結びつけ、このプロセスを繰り返すことに

よって、品質の維持向上及び継続的な業務改善活動を推進するマネジメント手法。 

○ 不当要求行為 

不当な手段により、自治体等に対し違法又は不適正な行為を要求すること。 

社会的常識を逸脱した手段により、自治体等の適正な業務の遂行に著しい支障又は職員の対

応が困難となる状況を生じさせること。 

○ プロアクティブ 

先取り的、能動的の意。緊急時の対処の要諦は、事態に単に対応するという受身的なもので

なく、危機に至る前又は事態が成長・肥大化する前に、積極的かつ能動的に働きかけて被害防

止措置をとることによって危機をコントロールしていくことが重要であることから、先取り的

な対処行動を原則としたもの。 

○ 病原性大腸菌 

腸管出血性大腸菌Ｏ157 などのように、ヒトに下痢、腹痛などの症状を引き起こす大腸菌。 

【ま行】 

○ 模擬訓練 

想定された状況に合わせて参加者の役割等を擬えて、役割行動などを検証する訓練。 

実動訓練の前段に実施することで、実動訓練の効果を向上させることが可能である。 

【ら行】 

○ リスク 

組織や事業体を運営していくうえで、その事業目的の達成を阻害又は円滑な活動を阻害する

要因。 
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２２２２....危機管理の用語に関する概念図危機管理の用語に関する概念図危機管理の用語に関する概念図危機管理の用語に関する概念図    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【危機の発展プロセスと用語】【危機の発展プロセスと用語】【危機の発展プロセスと用語】【危機の発展プロセスと用語】    

① ある出来事、または、ある一連の状況の発生（たとえば、地震、台風、火災、情報漏えい、テ

ロ、感染症・・・）など、事象（Event）（これを危機事象とよぶ）が危機の発端になる。 

② これらの事象は、町民の生命・財産への被害や行政運営の支障などに好ましくない事態として

現われる。 

③ 好ましくない事態から危機へと発展する転換点をクライシス・ポイントと呼ぶ。 

④ 危機事象は、好ましくない事態として現われながら、被害可能性を高める様々な要素（これを

危機要因（Source）とよぶ）に影響され発展する。 

⑤ そして、時として重大な被害結果（Consequence）をもたらす。 

【危機管理の２つの概念】【危機管理の２つの概念】【危機管理の２つの概念】【危機管理の２つの概念】    

「狭義の危機管理」 

被害結果を最小化するために、結果に働きかける活動、すなわち事前準備、緊急対処、収束

時対応などの活動の総称をいう。 

「広義の危機管理」 

危機事象自体の発生の抑制や危機要因に働きかける活動を、危機の未然防止（予防：

Prevention）という。この未然防止活動及び結果に働きかける活動（狭義の危機管理）を合わ

せて広義の危機管理ということができる。 

地震、台風、火災、情報漏えい、テロ、感染症など 

危機事象（危機事象（危機事象（危機事象（EventEventEventEvent）・・①）・・①）・・①）・・①    

非耐震、治水工事遅れ、消火設

備未設置、脆弱なセキュリティ、

衛生不良 

危機要因（危機要因（危機要因（危機要因（SourceSourceSourceSource）・・③）・・③）・・③）・・③    

 クライシス・ポイントクライシス・ポイントクライシス・ポイントクライシス・ポイント    

・・④・・④・・④・・④    

好ましくない事態の発生好ましくない事態の発生好ましくない事態の発生好ましくない事態の発生・・・・・・・・②②②②    

重大な被害結果重大な被害結果重大な被害結果重大な被害結果（（（（ConsequenceConsequenceConsequenceConsequence）・・）・・）・・）・・⑤⑤⑤⑤    

多数の死傷者、壊滅的な財物被害、行政サービス

の長期に渡る停止、行政信頼に失墜など 

危機要因（危機要因（危機要因（危機要因（SourceSourceSourceSource）・・③）・・③）・・③）・・③    

木造密集住宅、避難勧告遅れ、

危険物収納、ルール無視、感染

の封じ込め失敗 

危

機

管

理

危

機

管

理

危
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理
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義
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義
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３３３３    町町町町の想定危機及び主管部署等一覧表の想定危機及び主管部署等一覧表の想定危機及び主管部署等一覧表の想定危機及び主管部署等一覧表    （（（（NoNoNoNo....１１１１））））    

 

大分類 

 

中分類 

 

小分類（主な事象） 主管部署 主な関係部署 

レベル３又は４の 

危機対応組織 No No No 

A 甚大な自然災害    A1 大地震 A11 地震動 危機管理室 全庁 ※「地域防災計画」に

よる 

①災害対策警戒班 

      ↓ 

②災害対策連絡本部 

      ↓ 

③災害対策本部 

A12 地震による土砂崩れ・崖崩れ 

A2 大規模風水害 A21 巨大台風 

A22 暴風雨・集中豪雨 

A23 河川氾濫 

A24 土砂災害 

A25 竜巻・暴風 

A3 異常気象 A31 落雷 

A32 大雪、暴風雪 

A4 不測の天変地異 

（地震、風水害除く） 

A41 火山噴火 

A42 隕石落下 

B 特殊災害 

（大規模災害） 

B1 大規模火災・爆発 B11 山林火災・大規模住宅火災 危機管理室 全庁 ①危機管理連絡会議 

（災害対策連絡本部） 

      ↓ 

②危機管理対策本部 

（災害対策本部） 

B12 ガス爆発 

B2 危険物事故 B21 危険物・有害物質の流出・爆発 

B3 放射性物質事故 B31 放射性物質の漏えい・流出 

B4 大規模交通事故 B41 航空機墜落 

B42 大規模鉄道事故（列車の脱線・転覆） 

B43 大規模自動車事故・多重事故 町民税務課 

B5 ライフラインの事故 B51 大規模停電（電力供給停止） 危機管理室 

B52 大規模断水（水供給停止） 建設課 

C 武力攻撃・緊急対処

事態 

C1 武力攻撃事態 C11 ゲリラや特殊部隊による攻撃 危機管理室 全庁 町国民保護対策本部 

C12 航空攻撃・弾道ミサイル攻撃 

C2 緊急対処事態・テロ C21 多数の人が集まる施設や大量輸送機

関への攻撃 

C22 交通機関を破壊手段に用いた攻撃 

D 健康危機 D1 人への感染症被害 D11 既存の感染症の流行 健康福祉課 全庁 ①危機管理連絡会議 

      ↓ 

②危機管理対策本部 

D12 新興（新型ウイルス）感染症 

D2 食の安全に係る事態 D21 集団食中毒 

D22 家畜伝染病の影響 農林課 

D23 汚染された食品又は飲料水 町民財務課 

D24 食品の偽装・虚偽表示 

D3 医薬品・薬剤等による悪影響 D31 劇薬物混入・漏えい 

D32 毒物薬剤被害 

D33 予防接種事故 健康福祉課 

E 情報セキュリティ E1 個人情報の漏えい E11 職員の過失による漏えい 各所管課 総務課 

まちづくり推進室 E12 職員による個人情報の持出（悪意） 

E13 外部犯罪行為による流出（盗聴を含む） 

E14 委託業者からの漏えい 

E15 フィッシング詐欺 

E16 情報システムのテキュリティ不備 まちづくり推進室 各所管課 

E2 公文書の紛失・データ消失 E21 公文書の紛失・データ消失 各所管課 総務課 

E3 情報システムの障害・停止 E31 災害・事故による情報システム障害・停

止 

まちづくり推進室 総務課 

各所管課 

危機管理室 E32 システム停止に伴うデータ消失 

E4 コンピュータウイルス E41 コンピュータウイルス・ワーム 

E5 サイバーテロ E51 サイバーテロ 

E6 不正アクセス・改ざん・消失 E61 ハッカー侵入 

E62 内部犯行・職員の故意による改ざん 

F 町民に被害が及ぶ

その他の事態、生活

不安 

F1 遭難事故 F11 遭難事故 危機管理室 全庁 

F2 危険鳥獣等の出現 F21 危険動物の出現 農林課・危機管理室 各所管課 

F22 昆虫・害虫の異常発生 町民税務課 

F3 地球環境汚染 F31 大気汚染 

F32 土壌汚染 

F33 水質汚濁・異常 

F34 騒音・振動 

F4 治安の悪化 F41 不審者の出没 

F42 不法投棄 

F43 虐待・DV の頻発 

F44 通り魔や連続放火、誘拐等の悪質犯罪 

F4 特定団体の不穏な活動 F41 特定の宗教団体の不穏な活動 

F42 政治団体・右翼団体の活動 

F43 暴力団の活動 
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    （（（（NoNoNoNo....２）２）２）２） 

 

大分類 

 

中分類 

 

小分類（主な事象） 主管部署 主な関係部署 

レベル３又は４の 

危機対応組織 No No No 

Ｇ 町管理施設での事

故 

Ｇ1 主催イベントでの事故・事件 Ｇ11 群衆雪崩、将棋倒し事故 各所管課 総務課 

危機管理室 

①危機管理連絡会議 

      ↓ 

②危機管理対策本部 

Ｇ12 主催行事・イベント開催中（施設外活動

を含む）の事故 

Ｇ13 主催行事・イベント参加中（施設外活動

を含む）の事故 

Ｇ14 主催行事・旅行中の重大な交通事故被

害 

Ｇ2 業務上過失・管理の瑕疵によ

る事故 

Ｇ21 福祉施設・養護施設での事故 各施設・所管課 総務課 

危機管理室 Ｇ22 学校・保育所・幼稚園・児童館等でのこ

どもの事故 

教育文化課 

幼児教育課 

Ｇ23 公共施設にかかわる事故 各施設・所管課 

Ｇ24 都市公園施設での事故 交流促進課・建設課 

Ｇ25 道路施設・河川での事故 建設課 

Ｇ26 町運営の交通機関（バス等）の事故 総務課 危機管理室 

Ｇ27 本庁舎での事故 

Ｇ28 町発注の工事現場での事故 各所管課 総務課 

危機管理室 Ｇ29 町営住宅での事故・不慮の出来事 建設課 

Ｇ3 医療・介護に係る事故 Ｇ31 最上病院・介護施設での医療過誤 各施設・所管課 

Ｇ32 院内感染 

Ｇ4 町管理施設での火災 Ｇ41 町施設の火災・爆発などの災害 危機管理室 

G5 町施設での食中毒 G51 町施設での食中毒 

Ｇ６ 公務中の交通事故 Ｇ61 公用車の事故 総務課・危機管理室 各所管課 

Ｇ62 通勤・公務中のマイカー事故 

Ｇ7 設備・危機の故障・誤作動 Ｇ71 電気的・機械的事故、誤作動 各施設・所管課 危機管理室 

Ｈ 不祥事 Ｈ1 職員個人の犯罪 Ｈ11 業務に係る違法行為・犯罪行為 各所管課 総務課 

Ｈ12 私生活上の犯罪行為 

Ｈ2 契約に係る不祥事 Ｈ21 入札での不祥事（談合・不正契約） 総務課 各所管課 

Ｈ22 官民の癒着 

Ｈ3 公金管理に係る不祥事 Ｈ31 公金横領・公金支出 各所管課 総務課・会計課 

Ｈ32 管理の不手際・盗難 

Ｈ4 セクハラ・差別 Ｈ41 セクハラ、パワハラ 総務課 

Ｈ42 差別発言、名誉棄損 

Ｈ5 職員の業務上過失・不適切な

行為 

Ｈ51 職員の業務上過失（事務処理の過誤） 

Ｈ52 業務の遅延・放置 

Ｈ53 体罰 

Ｈ54 不適切な行為（接遇不良含む） 

Ｈ6 関連団体・委託業者の不祥事 Ｈ61 関連団体・委託業者の不祥事・犯罪 

Ｉ 広報広聴に関する

危機 

Ｉ1 苦情クレーム・紛争 Ｉ11 窓口トラブル・地域住民とのトラブル 各所管課 総務課 

町民税務課 Ｉ12 苦情クレーム 

Ｉ13 紛争・訴訟 

Ｉ2 マスコミ対応 Ｉ21 マスコミの批判・告発報道 総務課 

まちづくり推進室 

各所管課 

Ｉ22 マスコミ対応の失敗 

Ｉ23 誤報 

Ｉ24 地域住民の不安をあおる報道 

Ｉ3 情報の錯誤伝達・伝達漏れ Ｉ31 情報の錯誤伝達・伝達漏れ 各所管課 まづくり推進室 

Ｊ 職員の人事・労務に

関する事故・事件 

Ｊ1 公務災害 Ｊ11 特別職の公務災害 総務課 各所管課 

Ｊ12 職員の公務災害 各所管課 総務課 

Ｊ2 不当・威圧行為 Ｊ21 行政対象暴力（民事介入暴力）による

不当要求・威圧行為 

Ｊ22 地域住民等からの脅迫・威圧 

Ｊ3 職員への危害 Ｊ31 施設内・行政活動時の危害・暴力 

Ｊ32 地域住民からのセクハラ差別行為等 

Ｋ 業者の事業中断 Ｋ1 業者の経営危機 Ｋ11 指定金融機関・委託業者等の倒産破綻 各所管課 総務課 

会計課 Ｋ12 経営上の業務継続支障 

K2 業者での事故・事件・災害 Ｋ21 業者での事件・事故・災害の発生による

契約不履行 

Ｍ 不測の事態 M1 不測の事態 M1 不測の事態 危機管理室 全庁 
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４４４４    個別危機管理マニュアル等の作成例個別危機管理マニュアル等の作成例個別危機管理マニュアル等の作成例個別危機管理マニュアル等の作成例    

  【件名】   ○○対処マニュアル           

項        目 主   な   内   容 

第１章 総  則 

 １ 目的 想定する危機 

 ２ 用語の定義  

 ３ 役割分担  

第２章 事前対策 

 １ 情報収集連絡体制 連絡手段の確保、情報連絡網の整備 

 ２ 訓練・研修  

  (1) 訓練 実施方法、実施内容など 

  (2) 研修 実施方法、実施内容など 

 ３ 物資・資機材の確保  

  (1) 必要な物資・資機材 品目、数量、保管場所など 

  (2) 備蓄・整備・調達方法 品目、数量、調達先など 

  (3) 維持・取扱い方法  

 ４ 啓発  

  (1) 町民への啓発 実施方法、実施内容など 

  (2) 事業者への啓発 実施方法、実施内容など 

 ５ 関係機関等との連携・協力 連携・協力すべき関係機関、内容（平常時及び危機発生時）など 

 ６ マニュアル等の検証・見直し  

  (1) 検証 危機事例の情報収集・分析・整理など 

  (2) 見直し 町民・事業者等の意思反映、危機管理室への報告など 

第３章 応急対策 

 １ 情報の収集・伝達 

通報・連絡事項、通信手段、情報の収集・伝達方法、関係機関等の

協力、危機管理室への報告など 

 ２ 組織体制 

情報連絡班・危機対策班の設置・構成員、指揮命令系統、庁内関係

部等への協力要請、危機のレベルと体制、対策の検討・調整事項、

危機対策本部との連携体制など 

 ３ 応急対策の実施 対応すべき事項、優先順位、避難誘導、２次被害防止策など 

 ４ 関係機関等との連携・協力 国・県・他の市町村及び他の関係機関等との連携・協力体制など 

 ５ 情報の提供  

  (1) 町民等への情報提供  

   ア 主な項目 

危機の発生状況、被害状況、避難状況、２次災害の危険性、町民等

が取るべき対応方法、本町の対応状況、応急対策の実施状況、高齢

化等要援護者への情報提供・支援の呼びかけ、生活関連情報、留意

事項、危機管理室及びまちづくり推進室との調整など 

   イ 主な手段 広報媒体、まちづくり推進室との調整など 

   ウ 専用窓口の設置  

  

(2) 他の市町村の関係機関

等への情報提供 

 

   ア 主な項目 「広報担当」の設置、報道機関への応急要請など 

   イ 提供時期 時期、内容など 

第４章 事後対策 

 １ 安全性の確認 確認すべき事項・箇所、確認体制など 

 ２ 被災者等の支援 相談窓口等の設置など 

 ３ 復旧対策の推進 各種施設・ライフライン等の復旧、代替施設又は代替機能の導入等 

 ４ 再発防止策の検討 

危機発生及び被害拡大の原因の検証、マニュアル等の見直し、危

機管理監への再発防止策の検討結果報告など 
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５５５５    危機発見標準シート危機発見標準シート危機発見標準シート危機発見標準シート    

想定危機事象 想定される事態の最悪シナリオ 評  価 

本年度作成 

マニュアル 

大分類 中分類 

「もし、・・」 

（発生事象） 

「・・の状況になり」 

（脅威の状況・事態の態様） 

「・・の被害になる」 

（被害・影響の様相） 

危険度ランク 

個別マニュアル 

作成の優先度 

○を記入 

「区の想定危機及び主管部署等一覧

表」から課の想定危機事象を抽出 

具体的な事態を簡易的なシナリオとして想定します。現実味ある最悪事態を予測しましょう。 

大きさランク 

（1～4 ランク） 

図表 2 を参照 

優先度ランク 

ランク１：低い 

ランク２：中程度 

ランク３：高い 

ランク４：非常に高い 

 

【記載例】 

情報セキュリティ 

個人情報漏えい 

もし、職員や委託業者のデータ管

理が不十分で、住民の個人情報が

流出したら・・・ 

住民から多くの苦情やマスコミが

殺到して混乱、精神的苦痛への

定期が起こる状況になり、 

多額の賠償金負担が発生する。 

行政運営・行政サービスに重大な

支障がある。 

行政の信頼が失墜する。 

３ ３ ○ 

   

 

    

        

    

 

   

        

        

        

        

        

町民生活、業務に及ぼす影響は 

ランク１：小さい＝課レベルで対応できる 

ランク２：大きい＝各課連携で対応できる 

ランク３：重大な影響＝全庁的な態勢で対応 

ランク４：甚大な影響＝地域防災計画の非常体制 

① 発生可能性・切迫性 

② 法的・社会的要請 

③ 再発防止 

④ 課の事情を勘案して総合的に判断 
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６６６６    緊急時の関係機関連絡先緊急時の関係機関連絡先緊急時の関係機関連絡先緊急時の関係機関連絡先            （（（（No.1No.1No.1No.1））））    

機関名機関名機関名機関名    担当課担当課担当課担当課    所在地所在地所在地所在地    電話電話電話電話    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス    

最上町 

総務課危機管理室 最上町向町 644 0233-43-2111 0233-43-2345 kikikanri@mogami.tv 

総務課     

総務課まちづくり推進室     

会計課     

町民税務課     

農林課     

建設課     

交流促進課     

健康福祉課     

議会事務局     

農業委員会     

教育文化課     

幼児教育課     

最上病院     

     

     

     

     

最上町三役 

町長     

副町長     

教育長     

最上町消防団 

消防団長     

副団長     

副団長     

本部分団長     



- 55 - 

 

            （（（（No.2No.2No.2No.2））））    

機関名機関名機関名機関名    担当課担当課担当課担当課    所在地所在地所在地所在地    電話電話電話電話    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス    

最上広域市町村圏事務組合 

【１１９】 

消防本部     

東支署     

山形県 

県庁危機管理課     

 同  危機管理・防災担当     

最上総合支庁防災安全室     

山形県警察本部 

【１１0】 

新庄警察署     

最上町駐在所     

瀬見駐在所     

大堀駐在所     

瀬見駐在所     

公共交通機関      

      

東北電力      

      

ＮＴＴ      

      

報道機関      

      

医療機関（拠点病院）      

      

国交省（道路）      
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            （（（（No.No.No.No.3333））））    

機関名機関名機関名機関名    担当課担当課担当課担当課    所在地所在地所在地所在地    電話電話電話電話    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス    

近隣自治体      

      

      

協定締結自治体      

      

      

      

協定締結事業所等      
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７７７７    危機管理情報連絡票危機管理情報連絡票危機管理情報連絡票危機管理情報連絡票    

年    月    日 

危 機 管 理 情 報 連 絡 票 

 

                      宛                                所属部署                     

 

発生日時          年      月      日       時      分頃  （時間は 24時間表示） 

発生事態 

 

 

 

 

発生場所  

危険度ランク 

１  ・  ２  ・  ３  ・  ４ 

 

(課対応)  （課連携）  （全庁対応）  （災対体制等） 

危機事象区分 

 １  ・  ２ 

 

(町民被害)  （行政内部） 

発生状況 

 

 

 

 

 

対応状況 

対応職員所属・課・氏名  

 

 

 

 

 

他の部署 

関係機関等との 

連携状況 

 

 

 

 

情報提供 

実施状況 

 

 

 

 

事後状況 

 

 

 

 

特記事項 

 

 

 

報告者（危機管理担当者）氏名  連絡先  
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８８８８    最上町最上町最上町最上町危機管理対策本部（態勢図）危機管理対策本部（態勢図）危機管理対策本部（態勢図）危機管理対策本部（態勢図）    

        

最上町危機管理対策本部 

本 部 長：町長 

副本部長：副町長、教育長 

本 部 員：総務課長、会計課長、町民税務課長、農林課長、建設課長、  

          交流促進課長、健康福祉課長、議会事務局長、教育文化課長、 

          幼児教育課、最上病院事務長 

専門部会 

関係課長補佐等 

※ 事務局：総務課危機管理室 

議会報告 

主管部署・各課 

・ 危機管理基本計画に基づく対応の実施 

・ 個別マニュアルの作成、配備、見直し 

・ 県、関係機関との連携、協力 

・ 町民、報道機関等への情報提供 
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９９９９    報道発表文ひな型報道発表文ひな型報道発表文ひな型報道発表文ひな型    

平成○○年○年○日○時現在 

最上町  □□課 

 

 

タイトルタイトルタイトルタイトル（例：＊＊＊で発生した＊＊事件・事故・災害）について 

 

【リード文】  ※ 必要により記載 

 

 

 

 

１１１１    発生日時発生日時発生日時発生日時     年    月    日（    ）    時    分 

 

２２２２    発生場所発生場所発生場所発生場所 ※必要により地図、現場図面等を添付する 

 

３３３３    事態の内容事態の内容事態の内容事態の内容    

■ 危機事案の具体的な内容 

■ 被害の状況（人的被害・物的被害） 

■ 応急措置、対応状況の状況 

■ 避難の状況 

■ 原因（不明の場合は推測では記載しない）など 

※ 何が起きたか。５Ｗ１Ｈに忠実に、また時系列的に記載 

※ 事態を説明するために必要な資料は、できるだけ提供する。 

 

４４４４    事態に対する町の統一見解事態に対する町の統一見解事態に対する町の統一見解事態に対する町の統一見解    

■ 事態が、町の管理下の事件・事故、不祥事等の場合は記載 

 

５５５５    今後の対応今後の対応今後の対応今後の対応    

■ 町がとるべき措置（被害拡大防止措置、原因調査、再発防止、処分など） 

■ 町民への応急対応の呼びかけ、注意喚起など 

 

お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ    

所属名・担当者名・連絡先所属名・担当者名・連絡先所属名・担当者名・連絡先所属名・担当者名・連絡先    

 

  

報道発表資料 
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10101010    取材記録シート取材記録シート取材記録シート取材記録シート    

 

取取取取        材材材材        記記記記        録録録録    No. 

受   付   月    日    時    分 □ 電話  □ 来庁 □ FAX □ メール 

報道機関名  部署（番組）  

取材記者名  連 絡 先 

電話： 

FAX ： 

Email： 

  取材内容 ： 

 

 

 

 

 

 

対応 ： □ 面談（□ アポイント）    月    日    時    日  場所： 

        □ 電話対応                    ↘  同席（予定）者： 

        □ 資料提供 → 内容： 

                        □ 手渡し                □ メール 

                        □ ファクシミリ 

取材対応者コメント： 

 

 

 

対応者名  所属部署  

報道結果 ：     月    日付    □ 朝刊   □ 夕刊        面 

見出し      段／写真  □ 有   □ 無 

□ 番組名  ： 

   タイトル： 

    放送時間      ：      ～      ：       

□ 書籍名： 

ページ数      Ｐ 

 


